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5.3.8 アセスメントツールの活用実態：アセスメントデータの集計・活用の実態 

 アセスメントデータを集計・分析・活用していると回答した組織の数は、アセスメントツ

ールを利用している児童相談所119件のうちの12件(10.0%)であり、またアセスメントツール

を利用している市区町村322件のうちの47件(9.6%)であった。 

5.3.9 現在利用しているアセスメントツールの長所 

 現在利用しているアセスメントツールに関して、満足している点および使いやすい点など

の長所について尋ねる質問の回答結果を表5.3.3にまとめた。アセスメントツールを利用し

ている児童相談所119件から得られた主な意見は、「手間が掛からない」(38件)、「経験が

浅くても使いやすい」(26件)、「認識を共有しやすい」(25件)、「判断に有用である」(21

件)、「調査指針が明確」(14件)、「一枚のシートに収まっている」(11件)、「ケースを理

解しやすい」(7件)、などであった。 

 アセスメントツールを利用している市区町村322件から得られた長所に関する主な意見に

は、「判断に有用である」(63件)、「認識を共有しやすい」(59件)、「手間が掛からない」

(58件)、「調査指針が明確」(39件)、「経験が浅くても使いやすい」(37件)、」ケースを理

解しやすい」(25件)、「客観的にアセスメントできる」(24件)、」一枚のシートに収まって

いる」(13件)、など児童相談所が挙げたのと同様の要素が挙がった。さらに、市区町村に特

徴的な意見として、「項目への該当を判断しやすい」(33件)、「客観的にアセスメントでき

る」(24件)が挙げられていた。 

 なお、長所に関するその他の特徴的な意見としては、「情報が少ない通告初期段階用のツ

ールや送致用のツールなど、場面別のツールがある」(児童相談所2件)、「年齢別/虐待種類

別/重篤度別ツールがある」(児童相談所1件、市区町村6件)、「ニーズやストレングスを評

価できる」(児童相談所2件、市区町村1件)、「ケースの変化を把握できる」(児童相談所1

件、市区町村4件)、「養育者や児童と共有できる」(児童相談所1件、市区町村1件)、などが

挙がった。 

表5.3.3 現在利用しているアセスメントツールの長所 
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5.3.10 現在利用しているアセスメントツールの短所及び課題 

 現在利用しているアセスメントツールに関して、課題を感じている点及び不満や不足など

の短所について尋ねる質問に対する回答結果を表5.3.4にまとめた。 

 

 アセスメントツールを利用している児童相談所119件から得られた意見には、「評価者に

よって評価が異なる」(34件)、「項目が限られているためケースの詳細が捨象される」(11

件)、「フローチャートや数値化に基づく判断指標に不合理な点がある」(8件)、「手間が掛

かる」(6件)、「項目への該当を判断しづらい」(6件)、「スキルを要する」(3件)、などが

挙がった。また、評価項目に関する意見として挙がったのは、「年齢区分や虐待種別に相応

しいアセスメントができない」(4件)、「ネグレクトに関する項目が少ない」(4件)、「スト

レングスが評価しづらい」(3件)、などであった。さらに、児童相談所に特徴的な意見とし

て、「どのような評価であっても一時保護を検討することになる」(3件)、「ツールの作成

が意思決定の後となりアセスメントで利用できていないことがある」(2件)、が挙がった。 

 アセスメントツールを利用している市区町村322件から得られた意見には、「評価者によ

って評価が異なる」(61件)、「手間が掛かる」(33件)、「項目への該当を判断しづらい」(2

1件)、「ケースの詳細が捨象される」(16件)、「ツールのみでは判断が難しいことがある」

(6件)、「スキルを要する」(4件)、「フローチャートや数値化に基づく判断指標に不合理な

点がある」(4件)、などがあった。また、評価項目に関する意見としては、「年齢区分や虐

待種別に相応しいアセスメントができない」(6件)、「ネグレクトに関する項目が少ない」

(2件)、「ストレングスが評価しづらい」(1件)、が挙がった。 

 上記で挙げた児童相談所及び市区町村からの主要な意見のうち、「評価者によって評価が

異なる」並びに「項目への該当を判断しづらい」という課題に対しては、「状況例や程度の

評価指標をより豊富に明示した記入要領やガイドラインを定めると良い」「評価の差を抑え

るための研修がない/研修をする必要がある」という意見が10件挙がっていた。 

 なお、上記で挙げた主要な意見のうち、「ケースの詳細が捨象される」という意見27件は、

「アセスメント項目外のリスク要因を反映しにくい」(3件)、「項目が少ないため精度に不

安を感じる」(1件)、「項目が少なく実態に合わないことがある」(1件)、「項目が少ないた

め他に調査すべき状況がある場合にそれに目が向けられなくなる可能性を懸念する」(2件)、

表5.3.4 現在利用しているアセスメントツールの短所及び課題 
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「未知のリスクがあっても安全であるかのように見える」(1件)、「当てはまる項目がない

時には判断しづらい」(11件)などから構成される。 

 さらに、特徴的な意見として以下のものが挙がっていた： 

・利用方法に関する意見：「すべてのケースで利用できてはいない」(3件)、「形骸化して

いる/アセスメントの補助具としての本来の用い方ができていない時がある/意思決定後の文

書作成が目的となっている」(4件)、が挙がった。 

・時間経過に関する意見：「2度目のアセスメントができていない時がある」(2件)、「どの

タイミングで再アセスメントすべきか判断しづらい」(1件)、「どの時点の情報を記入する

か迷う」(1件)、「各時点でリスクが異なり判断に迷う」(1件)、「どの時点でどの深さまで

情報を取得する必要があるか悩む」(1件)、「ケースの状況の時間変化を追えない」(2件)、

などが挙がった。 

・評価や判断の数値化や自動化に関する意見：数値化や自動化のプロセスを含まないツール

を利用している組織からは、「リスクが数値化されると対応を判断しやすい」(5件)、「自

動的に判断を導出できると良い」(4件)、といった課題が挙がった。一方、数値化のプロセ

スを含むツールを利用している組織からは、「数値化されるが最終的な評価は職員の判断と

なる」(4件)という意見が課題や不満として挙がった。 

・リスクの軽減要因に関する意見：「リスク要因と同時にリスク軽減要因がある場合の重篤

度の評価に迷う」(1件)、「過去にあったリスク要因が現在は消失しているという状況に関

する評価項目が足りない/そのような状況に該当する場合の緊急度の評価に迷う」(2件)、が

挙がった。 

・統計に関する意見：「列挙されているアセスメント項目の統計学的な妥当性が疑問である」

(3件)、が挙がっていた。 

・使いづらさに関する意見：「ケース記録や他のアセスメントツールなど複数の文書に同じ

情報を記入する必要があり手間が重複する」(5件)、「アセスメント項目を追加できない」

(2件)、「自由記述できない」(3件)、「記入欄が狭いなどの記入のしづらさがある」(2件)、

「コンピュータでのExcelシートへの記入がしづらい」(1件)、「紙ベースなのでデータが蓄

積できない」(1件)、などが挙がった。 

5.4 結果：(B)アセスメントツールに対する一般的な意見 

 アセスメントツールを利用する上で特に重要視する要素及び最も重要視する要素は何かを

尋ねる質問、並びに、アセスメントツールに対する意見を自由記述で尋ねる質問に対する回

答結果を以下にまとめる。 

 

5.4.1 アセスメントツールを使用する上で特に/最も重要視する要素 

 アセスメントツールを使用する上で特に重要視する要素を尋ねる質問に対する回答結果を、

児童相談所と市区町村の組織区分ごとに、アセスメントツールを利用している群と利用して

いない群に分けて集計した結果を図5.4.1に示す。なお、図に含まれていないアセスメント

ツール非利用の児童相談所1件が挙げたのは、「スピード」と「理由付け」であった。 

 アセスメントツールを利用している児童相談所と市区町村の回答結果は似た分布を示して

おり、精度とスピードを重要視する割合が約80%、次いで理由付けを重要視する割合が約4
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0％であった。なお、児童相談所が「感覚(経験や直感に合うこと)」を重要視する割合は、

アセスメントツールを利用している市区町村よりも13%ほど大きかった。 

 

 一方、アセスメントツールを利用していない市区町村は、アセスメントツールを利用して

いる児童相談所及び市区町村と比較して、理由付けを重要視する割合が顕著に低く、また精

度とスピードを重要視する割合も幾らか低いという結果が得られた。 

 児童相談所から「その他」として挙がった主な要素は、「認識を共有しやすいこと」(3

件)、「客観的に判断できること」(3件)、「評価者によって評価に差が出ないこと」(2

件)、などであった。ツールを利用している市区町村から「その他」として挙がった主な要

素は、「認識を共有しやすいこと」(7件)、「客観的に判断できること」(3件)、「評価者に

よって評価に差がでないこと」(2件)、「経験が浅くても使えること」(2件)、などであっ

た。ツールを利用していない市区町村からは、「認識を共有しやすいこと」(1件)が挙がっ

た。 

 次に、アセスメントツールを使用する上で最も重要視する要素を尋ねる質問に対する回答

結果を図5.4.2に示す。なお、図に含まれていないアセスメントツール非利用の児童相談所1

件が挙げたのは「感覚」であった。 

   

  

図5.4.1 アセスメントツールを使用する上で特に重要視する要素 
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 ツールを利用している児童相談所119件のうち4件が、「その他」の要素を最も重要視して

いると回答した。その内訳は、「客観的に判断できること」(3件)、「認識を共有しやすい

こと」(1件)であった。また、ツールを利用している市区町村322件のうち5件が、「その他」

の要素を最も重要視していると回答した。その内訳は、「客観的に判断できること」(1件)、

「認識を共有しやすいこと」(1件)、「組織内で判断を統一できること」(1件)、「調査や対

応の進捗・時間変化を確認できること」(1件)、「改善を要する虐待要因が把握しやすいこ

と」(1件)であった。 

 児童相談所においても市区町村においても、アセスメントツールを使う上で最も重要視す

る要素は「精度」であると回答した割合が最も大きかった。アセスメントツールを利用して

いる児童相談所と市区町村の回答結果は似た分布を示したが、精度を最も重要視する割合は

市区町村のほうがやや大きく、一方でスピードを最も重要視する割合は児童相談所のほうが

やや大きかった。また、図5.4.1と同様に、アセスメントツールを利用していない市区町村

は、アセスメントツールを利用している児童相談所および市区町村と比較して、理由付けを

最も重要視する割合がかなり小さかった。 

 

5.4.2 アセスメントツールに対する自由記述意見 

 「アセスメントツールに関して感じること、思うこと、意見したいことがあれば自由に書

いて下さい」という質問に対する回答のうち、主要な意見を以下にまとめる。この質問に対

図5.4.2 アセスメントツールを使用する上で最も重要視する要素 
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する回答には、5.3.9項および5.3.10項で触れたアセスメントツールの主要な長所や短所及

び課題に関する意見が多く並んだが、その他に見られた特徴的な意見を以下に挙げる： 

・利用場面によって迅速さと精度の優先順位は異なる(児童相談所1件)：「緊急保護を検討

する際には迅速さが重要であり、一時保護解除や措置解除を検討する際には精度が重要であ

る。」 

・利用場面ごとに確認すべきアセスメント項目を整理(児童相談所1件)：「通告受理時点で

の一時保護の要否判断、一時保護解除の判断、在宅指導終了の判断、市区町村への引き継ぎ

など、それぞれの場面で確認すべき項目が整理されていると良い。」 

・簡易迅速に利用できるチェック式と詳細を表現できる記述式の二段階のアセスメントツー

ル(児童相談所1件、市区町村1件)：「迅速な対応が求められる場面で利用するツールと、迅

速さよりも精度が優先される場面で利用するツールの二つがあって、状況に応じて使い分け

ることができると良い。」 

・初期対応時のアセスメントと初期対応後の支援段階のアセスメントそれぞれで利用できる

ツール(児童相談所2件)：「初期対応では迅速な対応につなげるためのツールが、支援段階

ではニーズやストレングスも評価できるツールが求められる。」 

・支援方針の判断に有用なツール(市区町村5件)：「リスクを評価した後に、どのような支

援をどのような頻度で行うかなど、支援プランを検討できるツールがあると良い。」 

・送致や役割分担に関する児童相談所の意見(2件)：「軽度虐待でも児童相談所が対応しな

ければならない実態がある/リスクの低いものは市区町村へ送致するという流れになると良

い。」 

・送致や役割分担に関する市区町村の意見(2件)：「重度項目に複数該当しないと児童相談

所に送致を受けてもらえない/アセスメントツールを利用して一時保護などを考慮して児童

相談所に送致してもあまり参考とされない場合が多いと感じる。」 

 

5.5 結果：(C)厚労省共通ツールに対する意見 

 本調査では、厚労省共通ツールに対する意見として、当ツールを利用していない組織に対

してはその理由を、当ツールを利用している組織に対してはその長所や短所及び改善のため

の意見を尋ねた。各質問に対して得られた回答のうち、主要な意見を整理した結果を表5.5.

1に示す。 

5.5.1 厚労省共通ツールの長所と短所及び改善に向けた意見 

 厚労省共通ツールの長所に関して、児童相談所から挙がった主要な意見は、「認識を共有

しやすい」(6件)、「ケースを整理しやすい」(2件)、であった。また、市区町村から挙がっ

た主要な意見は、「認識を共有しやすい」(16件)、「ケースを整理しやすい」(8件)、であ

り、さらに市区町村に特徴的な意見として、「客観的にアセスメントできる」(8件)、「調

査指針が明確」(4件)、「経験が浅くても使いやすい」(2件)、が挙がった。 

 一方、厚労省共通ツールに関して、当ツールを利用している組織と利用していない組織両

方から挙がった最も主要な短所及び課題は、項目が多く記述式である点に関連して、「手間

が掛かる」(72件)であった。また、時間が掛かることに付随して、「認識を共有しづらい/
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共有に時間が掛かる」という意見も2件挙がった。市区町村に特徴的な意見としては、「職

員に使いこなすスキルがない」(6件)が挙がった。 

 また、当ツールの改善案として寄せられた主要な意見は、「項目を減らすなどして手間を

減らす」(7件)、「判断基準をガイドラインで定めることや評価を数値化することによって

評価基準や判断基準を明確化する」(5件)、であった。 

 

5.5.2 厚労省共通ツールの県改訂版の例 

 上記の課題を踏まえ、厚労省共通ツールをより活用しやすいように改訂したものを利用し

ていると明示した組織が多数見られた。具体的には、本調査および前年度の調査(厚生労働

省,2020b)において、13箇所の都道府県における市区町村が「厚労省共通ツールを都道府県

が改訂したもの」を利用していると回答した。これらの都道府県の多くは、表5.3.2におい

て、アセスメントツールの利用率も共有率も高い都道府県であった。 

 改訂版の多くは、確認すべき項目を明示的に列挙して、その各項目に対して該当するか否

か、あるいは確認できず不明であるか、また該当の程度といった情報を、記述式ではなく選

択式で記入する方式を採用しているようである。例として、現在公開されている都道府県改

訂版と厚労省共通ツールを図5.5.1に並べて示す。 

 

5.5.3 厚労省共通ツールの利用実態に関するまとめ 

 5.3.5項で見た通り、どのアセスメントツールを利用しているかを尋ねる質問に対して

「厚労省共通ツールを利用している」と回答した組織の割合は、アセスメントツールを利用

表5.5.1 厚労省共通ツールに対する意見 
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している組織の数(児童相談所119件及び市区町村322件)を母数とした場合、児童相談所13.

4%(16件)であり、市区町村31.3%(101件)であった。 

 ただし、この質問に「独自に開発したツール」またはその他のツールとして「都道府県で

作成したツール」と回答した児童相談所は68件あった。また、その他のツールとして「都道

府県で作成したツール」と回答した市区町村は103件あり、そのうちの23件は厚労省共通ツ

ールを都道府県が改訂したものを利用している旨を明示していた。そして、表5.3.2に記載

された共有率から分かるように、アセスメントツールを利用している市区町村のうちの76%

が「児童相談所と共通利用している」と回答していた。また都道府県単位で見れば、アセス

メントツールを利用している市区町村の3分の2以上の割合が「児童相談所と共通利用してい

る」と回答した都道府県は、32箇所あった。 

 以上の状況を踏まえると、子どもの権利擁護の質を一層向上させるためには児童相談所と

市区町村が円滑に認識を共有できることが重要であるとの厚労省共通ツールの目的は、多く

の都道府県に理解されていると言えるだろう。 

 一方、厚労省共通ツールの様式や内容は、表5.5.1から分かるように、ケース情報を分か

りやすく整理して表現する情報伝達ツールとしての側面が長所として評価されている一方で、

アセスメントを補助するツールとしての側面に関しては、特に迅速な対応が求められる状況

において活用しづらい点が短所として捉えられている。以上で述べた厚労省共通ツールの長

所及び短所に関する主要な意見は、平成29年度に実施された児童相談所と市町村の共通アセ

スメントツール作成に関する調査研究事業(厚生労働省,2018)においても複数のワーキング

グループにより言及されていたものである。児童相談所及び市区町村がより実践的に活用で

きるアセスメントツールを構成するに当たっては、以上で述べた厚労省共通ツールの実情も

踏まえて検討を行う必要がある。 

 

図5.5.1 (上) 厚労省共通ツール, (下) 都道府県改訂版 
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5.6 考察 

 本章では、(A)アセスメントツールの活用実態、(B)アセスメントツールに対する一般的な

意見、並びに(C)厚労省共通ツールに対する意見、を尋ねる調査の結果について見てきた。

以下にその内容をまとめるとともに、その結果から得られた考察について述べる。 

 

5.6.1 結果のまとめ 

 ほとんど全ての児童相談所がアセスメントツールを活用していた。特に一時保護の要否判

断(96.6%)や家庭復帰の適否判断(60.5%)においてアセスメントツールを利用しており、厚労

省一時保護シートを利用している割合も78.1%と高かった。比較的多くの児童相談所がアセ

スメントツールの運用方法にルールを設定しており(66.6%)、ルールに概ね沿った運用を行

っている(72.2%)と回答した。 

 一方、市区町村は、児童相談所と比べると、アセスメントツールの利用率(66.6%)が低く、

また運用方法にルールを設定している組織の割合(39.2%)や、概ねルールに沿って運用して

いる組織の割合(47.5%)も比較的小さかった。 

 アセスメントツールの運用実態については都道府県ごとに特徴の差が見られた。市区町村

におけるアセスメントツールの利用率や児童相談所とのアセスメントツールの共有率などに

は、都道府県による主導が大きく影響していると考えられる。 

 なお、アセスメントデータを集計・分析・活用している児童相談所及び市区町村の割合は、

どちらも約10%であった。 

 アセスメントツールに求める機能的要素として児童相談所及び市区町村が共通して挙げた

のは、「手間が掛からないこと」、「経験が浅くても使いやすいこと」、「認識を共有しや

すいこと」、などであった。さらに市区町村は、児童相談所と比較して、「手引きが分かり

やすいこと」、「確認項目への該当を判断しやすいこと」、「客観的にアセスメントできる

こと」など、専門性の不足を補助する要素をより多く挙げた。 

 なお、アセスメントツールを利用する上で特に重要視する要素や最も重要視する要素を尋

ねる質問に対して、アセスメントツールを利用している児童相談所及び市区町村は同様の回

答傾向を示しており、精度とスピードを特に重要視していて、それに次いで理由付けも重要

視していた。一方、アセスメントツールを利用していない市区町村は、ツールを利用してい

る市区町村と比較して、理由付けを重要視する割合が顕著に低かった。 

 厚労省共通ツールに関しては、その内容や様式に対して、認識の共有に有用であるとの評

価が挙がった一方で、記述式であり項目が多いことから手間が掛かることを課題として挙げ

る組織が多かった。そのため、厚労省共通ツールを都道府県が改訂したものを利用している

と回答した組織が多数見られた。 

 

5.6.2 課題の整理 

 最後に、本章でこれまでに見てきた調査結果を踏まえながら、本研究の目的であるセーフ

ティアセスメントツールの構成に関する課題を整理する。 
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 第2章で述べた通り、本研究の目的は、前年度に作成した「児童虐待対応における市区町

村・児童相談所で利用可能なセーフティーアセスメントツール」を実践的に活用できるもの

として構成し、それをセーフティアセスメントにおける「全国共通の物差し」として提案す

ることである。 

 まず、初期対応段階での重篤事態の把握のために用いられるセーフティアセスメントツー

ルが、より実践的に広く活用されるものであるためには、児童福祉に関わる上で最低限必要

となる知見は研修などで習得することを前提として、(1)経験が浅くても利用できること、

(2)手間を掛けずに迅速に利用できること、これら二つの要件を満たす必要がある。経験や

スキルを要するアセスメントツールは、アセスメントツールを利用しない理由に関して述べ

た5.3.3項、ならびに厚労省共通ツールを利用しない理由に関して述べた5.5.1項で見た通り、

それを「使いこなすスキルがない」組織、例えば人材確保やスキルの継承が容易でない小規

模な市区町村などからは利用されづらいため、全国共通のツールとは成り難い。また、手間

や時間の掛かるアセスメントツールが迅速な対応が求められる状況下では利用されづらいこ

とも、先に挙げた5.5.1項を含め、本章において見た通りである。さらに、手間や時間の掛

かるツールの活用は、5.3.10項で触れた通り、意思決定の後に事後的に作成されるという仕

方で、本来のアセスメントツールの利用法から逸脱し形骸化する恐れもある。したがって、

セーフティアセスメントのための全国共通ツールは、例えば児童相談所の78.1%が利用して

いる厚労省一時保護シートのように、経験が浅くても利用でき、なおかつ迅速に利用できる

という要件を満たすものでなければならない。 

 さらに、本研究で構成するセーフティアセスメントツールは、児童相談所と市区町村で共

通利用できること、すなわち、リスクの評価に関して、児童相談所と市区町村で共通の認識

を得やすいツールであることが求められている。この要件を踏まえれば、職員間および組織

間で評価に差が生じづらいツールであることを目指して本研究の目的であるアセスメントツ

ールは構成されなければならない。5.3.9項で言及したように、市区町村は手引きが分かり

やすいことやアセスメント項目の確認を行いやすいことをアセスメントツールを利用する際

の長所として多く挙げていた。それを踏まえれば、評価に差の生じづらいアセスメントツー

ルを構成するに当たっては、経験の浅い人でも各アセスメント項目を容易に確認することが

できるような手引きやガイドを構成し得るかについても同時に検討する必要があるだろう。 

 より実践的に活用できる全国共通のセーフティアセスメントツールを構成するには、以上

で述べた要件を考慮する必要がある。5.5.3項で言及したような厚労省共通ツールの県改訂

版もまた、以上の要件に応えるべく、記述式を該当/非該当/不明などの選択式に改め、該当

するかを判断しやすい項目を調査項目として列挙する形式を採用するに至ったのだと推測さ

れる。 

 アセスメント項目が少ないことや記述式でなく選択式であることに対しては、5.3.10項で

触れた通り、「項目が限られているためケースの特徴や詳細が捨象される」という課題も挙

がっていた。しかし、本調査で得られたアセスメントツールの長所や短所に関する意見や厚

労省共通ツールに対する意見を総合的に勘案すれば、本調査の結果は、特に虐待対応の初期

段階におけるセーフティアセスメントの場面において、現場の職員の方々は概して、“一定

の精度で”アセスメントを行えるという条件のもとで、経験が浅い人が利用しても評価に差

が生じにくく、また可能な限り重篤性の高さを正確に判断できるツールを求めていると捉え

ることができるだろう。以上の要件を踏まえて、本研究において全国共通の物差しとして提

案するセーフティアセスメントツールは構成される。 
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 最後に、アセスメントデータの収集に関する課題について述べる。前段に述べた通り、全

国共通のアセスメントツールは少なくとも“一定の精度で”アセスメントが行えるものでな

ければならないが、アセスメントツールの精度をより正確に評価し、またより良い精度のも

のに更新していくためには、より多くのアセスメントデータが蓄積されなければならない。

しかし、5.3.8項で見たように、アセスメントデータを集計・分析・活用している児童相談

所及び市区町村の割合は、アセスメントツールを利用している組織の約10%に過ぎない。ま

た、5.3.1項で見た通り、市区町村のおよそ3分の1はアセスメントツールを利用していない

のが現状である。すなわち、アセスメントデータを蓄積するのに充分な基盤が整っていない。

そのため、本研究の提案するセーフティアセスメントツールを今後さらに良い精度のものに

改善していくためには、業務現場のデジタル化の推進なども含め、より多くのアセスメント

データを効果的に蓄積するための基盤作りに向けた方策についても検討していく必要がある。

そうした運用面に関する課題については、第10章及び第11章で改めて考察する。 
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第6章 全国調査結果(2): アセスメントツールの評定者間一致

性 

【第6章の概要】 

セーフティアセスメントツールを活用した児童虐待の一時保護判断において、評定者間で

判断の不一致が生じることは望ましくない。どのような職員が保護判断を行ったとしても、

「同一の事例に対して(概ね)同じ判断が下せる」ことがアセスメントツールとして目指すべ

き一つの理想となる。その際に重要となるのが、アセスメント項目に係る信頼性の検証であ

る。 

本章では、項目評定用仮想事例（Web調査・パート2）を用いてセーフティアセスメント項

目の信頼性について検討する。信頼性の評価指標としては、本事業では各アセスメント項目

の「回答一致率」を使用する。同一の事例を評価対象とした際に、「回答者や組織によって

評価が不安定な項目は、判断の不一致を生じさせやすい要因になる」という発想に由来して

いる。 

なお、本章では、回答一致率を用いた信頼性の基礎検証だけでなく、回答の不一致を生じ

させている要因の分析も行う(潜在クラス分析、傾向スコアマッチング法を用いた2つの分

析)。回答パターンの類型や、信頼性の低下に関わる要因が明らかになれば、その対策につ

いても検討することができる。回答の不一致を防止する方法には、項目自体の表現等を工夫

することや、評定者に対して「回答一致率を上げるために、どういった研修を行うことが必

要か」といった観点からのアプローチなどが想定される。 

 

6.1 目的: アセスメント候補項目の評定者間一致性の検討 

6.1.1 一般的な信頼性の評価手続き 

信頼性とは、調査項目の回答結果が一貫/安定しているかという観点から項目を評価する

指標の一つである。信頼性が高い項目は、回答者(組織)内(間)で回答のブレが小さい項目と

して解釈することができる。「信頼性」は、様々な観点から評価が可能な多義的な用語だ

が、心理尺度等での信頼性を検証する場合はα(アルファ)係数やκ(カッパ)係数が用いられ

ることが多い。また、信頼性の評価には時間的な安定性の観点(同じことを一定期間ののち

に実施しても、回答が一致するか等)から検討されることもある。 

 

6.1.2 子ども虐待対応に係るアセスメントツールの信頼性評価について 

  本研究のように児童虐待対応に関わるアセスメントツールの信頼性評価を行う場合、α係

数もしくはκ係数のような指標を用いる場合もある。しかしながら、児童虐待対応で用いら

れるアセスメント項目は様々な観点から子どもの安全を評価するものであり、上記の信頼性

係数のみで評価することは困難である場合が多い。専門的な用語で言えば、複数の構成概念

で作成された項目群を単純な因子構造に適した信頼性係数で評価することは難しいためであ

る。 
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 複数の構成概念で選定された項目群に対しては、因子ごとに信頼性係数を算出することも

可能ではあるが、性格特性等を測定する尺度と異なり、児童虐待対応に係るアセスメント項

目は対象とする事例の特徴に応じてその評価が異なることもしばしばあり(ex.屋外に放置さ

れていたというアセスメント項目に対し、夏季の沖縄と冬季の北海道の事例ではその評価の

重みが異なることは言うまでもない)、信頼性係数が本来想定している評価基準にならない

ことがある。このような事例の特徴によって評価が異なることは最初に述べたアセスメント

項目を評価する際の回答者(組織)のブレとは異なるものであり、本調査で検討する信頼性

(ブレ)はあくまでも後者の回答組織間(内)の評価のブレであることを明記しておく。 

  上記を踏まえ、本研究におけるアセスメント項目の信頼性の評価には、回答組織間のブレ

を評価するために、信頼性係数のみによる評価だけでなく、単純集計による項目回答の一致

率を項目ごとに算出することによって信頼性の評価を行った。 

 

6.1.3 項目評定用仮想事例を用いた場面想定法の活用 

  前項で述べたように、児童虐待に係るアセスメントでは、事例の特徴に応じて評価が異な

ることがある。そして、回答者に由来して評価の不一致が生じることもある。本研究では、

特に後者について、「同一事例に対して回答者(組織)間で安定した評価が可能か」について

検討することが目的である。この目的を達成するために、本研究では、提示するアセスメン

ト項目に対応した事例(以下、項目評定用仮想事例)で評価を行う場面想定法を採用する。こ

れを用いてアセスメント項目の回答一致率を算出し、その信頼性について検討する。 

 

6.2 方法 

6.2.1 項目評定用仮想事例の作成手続きと有識者評価 

  場面想定法によるアセスメント項目評定に用いる項目評定用仮想事例は、計12事例作成し

た(研究デザインの詳細は、3.3.2項に記載している)。項目評定用仮想事例作成の手順は、

まず、現場で児童虐待対応経験のある研究者が、本研究で検討するアセスメント項目を各仮

想事例で評価可能となる(該当･非該当の判断がつけられる)ような12事例を作成した。その

際、仮想事例の特徴(児童性別･児童年齢･虐待種別･きょうだいの有無等)は、全12事例を通

して可能な限り偏りがないように配慮を施した。そののち、心理臨床経験のある研究者およ

び臨床経験のない(項目の信頼性について適切な統計処理を行うことが可能な)研究者の数名

が、各アセスメント項目との対応を想定している仮想事例において、該当または非該当の評

価が可能かどうかを、実際に評価することで確認した。この確認のプロセスを通して、仮想

事例の内容や各回答グループに提示する項目の調整を行った。最後に、これらの仮想事例

を、検討委員会(児童虐待対応現場の職員･児童虐待防止に関する研究者で構成された組織)

に参加している有識者で評価し、そこでの議論を基に修正を行い、本調査で使用した。実際

に使用した項目評定用仮想事例については巻末に記載している。 

  有識者から提出された主要な意見の中には、各項目評定用仮想事例に関する指摘も多数含

まれたが、3.3.2項にも記載していたように、本調査を実施する際の言葉遣いに関するもの

もあった。例えば、本調査で使用した事例は元々｢仮想事例｣という表記を用いて調査を実施
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する予定であったが、実際に上記の手順で作成された事例を確認した際に、｢今回用意した

事例は、実際の児童虐待対応事例とはほど遠いと判断される可能性がある。｢仮想事例｣とい

う表記を改める必要がある｣という指摘があった。これを踏まえ、｢項目評定用仮想事例｣と

いう表記に改めることを決定した。そして、回答組織に教示する文章で項目評定用に作成し

た仮想的な事例のため、実際の児童虐待対応事例と一部異なる可能性がある旨を記載した。 

 

6.2.2 データ処理・集計方法 

本調査データを3.3.2項の手順で収集した後、単純集計による回答一致率の算出および信

頼性係数としてクリッペンドルフのα係数(Krippendorff’s alpha coefficient)を算出し

た。クリッペンドルフのα係数は、内的一貫性を検討するクロンバックのα係数とは異な

る。この指標は、様々な評定者間一致性に関する信頼性係数(ex.コーヘンのκ係数等)をよ

り一般化したものであり、1(完全一致)から、-1(完全不一致)の数値を取る。信頼性がない

(一致しない)場合は0の値を取り、比例･間隔･順序･名義尺度のいずれにも拡張可能な指標で

ある。これらの算出した指標を基に、項目の信頼性を評価した後、回答者属性による回答傾

向の検討を実施する。 

 

6.2.3 回答者属性による回答傾向の比較 

  前項の基礎集計結果を踏まえ、回答者属性に応じて項目評定の不一致が説明可能かを検討

する。本調査では、回答者の経験年数という要因に特に着目し、解析を実施した。回答者の

経験年数に加えて、回答者の職位やこれまでの経歴なども考慮すべきであるだろうが、調査

全体の回答負担および各回答組織における同名職位による仕事量の違い等を考慮し、今回の

調査では、最も測定容易かつ結果に影響を及ぼしそうな回答者属性である経験年数にのみ着

目した。 

本研究では、まず、(1)潜在クラス分析を用いた、回答者の経験年数による回答パターン

の分類を実施し、その結果を踏まえ、(2)回答者の経験年数が項目評定に影響を与えている

かについて、傾向スコアマッチングを用いた因果推論を実施した。 

 

6.2.3.1 潜在クラス分析 

 本研究では、各仮想事例に関して各組織から得られたアセスメント結果において、特に20

個の必須アセスメント項目(巻末資料参照)に注目し、その20個の項目全体を通して現れる傾

向を検出して考察することを目的として、潜在クラス分析(Lazarsfeldら,1968)を行った。

潜在クラス分析は、考察している確率的現象を、複数の単純な確率分布の重ね合わせとして

構成される「潜在クラスモデル」によって捉える手法である。潜在クラス分析により、各仮

想事例において、20個の必須アセスメント項目全体を通して現れる回答傾向を、数値的探索

により推定される潜在クラスモデルの個々の構成要素である確率分布(潜在クラスと呼ばれ

る)として抽出することができる。本分析ではさらに、アセスメント結果を作成した職員の

組織区分(児童相談所か市区町村か)および経験年数区分(5年以上か5年未満か)の二つの属性

が、本分析で抽出された回答傾向とどのように関係するのかについても考察する。 
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 仮想事例ごとに推定された潜在クラスモデルが複数の潜在クラスから構成される場合、そ

れは回答パターンに複数の異なる傾向が検出されたことを意味する。それらの異なる回答傾

向はアセスメントツールの評定者間一致性を阻害する要因として捉えられる。そのような評

定者間一致性の阻害要因を検出して、組織区分と経験年数区分の観点から考察することが、

本分析の目的である。 

 以下に、本章で示す分析結果の数値の意味を理解するのに必要かつ充分な知識として、本

分析の技術的な詳細を与えておく。 

アセスメント項目の個数20を 𝑀	とおき、正の整数	𝑇	を潜在クラスモデルの構成要素の個数

とするとき、本分析で考察する潜在クラスモデルは以下の構造から成る確率モデルである： 

・ 1+𝑀 個の確率変数： 潜在変数と呼ばれる確率変数	𝐶,	ならびに 𝑀 個の必須アセスメント

項目に対応する 𝑀 個の確率変数 𝑋
1
,  𝑋

2
,  … ,  𝑋!を考える。潜在変数 𝐶	は 1,  2,  … ,  𝑇 のい

ずれかの値を取る。各 𝑋"  は顕在変数と呼ばれ、1:該当、2:非該当、3:不明、の三つのカテ

ゴリ値のいずれかを取る。 

・ 𝑇 + 3𝑇𝑀 個の確率パラメータ：各 𝑘 = 1,  2,   … ,  𝑇 に対し、潜在変数 𝐶 が値 𝑘	を取る確率

 𝑝# = Pr(𝐶 = 𝑘) 、さらに各 𝑖 = 1,  2,   … ,  𝑀 及び各 𝑎 = 1,  2,  3 に対して 𝐶	 = 	𝑘	の下で 𝑋"  が値
 𝑎 を取る条件付き確率 𝑞#(𝑖,  𝑎) = Pr(𝑋" = 𝑎 | 𝐶 = 𝑘) をパラメータとして考える。 

・確率分布：基礎となる確率の値を定める上述のパラメータに加えて、各 𝑘 = 1,  2,   … ,  𝑇 に
対し、 𝐶 = 	𝑘	の下での条件付き分布において 𝑋

1
,  𝑋

2
,   … ,  𝑋!  は独立であるとの仮定を導入す

ることで確率分布を定める。すなわち、 𝐶 = 𝑘,  𝑋
1
= 𝑎

1
,   … ,  𝑋! = 𝑎!となる確率を次式で定

義する：  Pr(𝐶 = 𝑘,  𝑋
1
= 𝑎

1
,   … ,  𝑋! = 𝑎!) = 𝑝#𝑞#(1,  𝑎1) ⋯  𝑞#(𝑀,  𝑎!) ．以上が、潜在クラ

スモデルの定義である。 

 各仮想事例における潜在クラスの推定は最尤法により行う。すなわち、サンプルが抽出さ

れた母集団の分布が上記で定義したパラメータ付きの潜在クラスモデルであると仮定した

時、その母集団から本調査で得られたサンプルの集合が生じる確率(尤度) 𝐿	を最大化するよ

うなパラメータ値を推定する。 

 次に、サンプルの「帰属クラス」を以下のように定義する。各仮想事例に対して推定され

た潜在クラスモデルにおいて、個々のサンプル 𝑎 = (𝑎
1
,  𝑎

2
,   … ,  𝑎!) の潜在クラス 𝑘 への帰

属確率は次のように表される：Pr(𝐶 = 𝑘 | 𝑋
1
= 𝑎

1
,   … ,  𝑋! = 𝑎!)．この条件付き確率を最大

にする 𝑘	の値が示す潜在クラスを、サンプル 𝑎	の帰属クラスと呼び、またサンプル 𝑎	は潜在

クラス 𝑘	に帰属すると言う。本分析では、各潜在クラスに対して、その潜在クラスに帰属す

るサンプルの有する属性（組織区分および経験年数区分）の偏りを分析することで、その潜

在クラスの示す回答傾向の特徴を考察する。 

 最後に、クラスの個数を定めるパラメータ 𝑇	の値を決定する方法について述べる。一般

に、潜在クラスモデルを構成するクラスの個数 𝑇	の値を大きくするほど、より広範囲の潜

在クラスモデルを探索できるようになり、より大きな尤度 𝐿	を実現できるようになる。しか

し、クラスの個数 𝑇	が多くなり過ぎると、推定されるモデルは、サンプルに現れるノイズ

に過剰に適合することとなり、真の母集団分布からは遠ざかる。したがって、母集団分布を

より適切に推定するためには、一定水準の適合の良さが認められる範囲内で、できる限り小

さなクラス数 𝑇 を選択することが重要である。そのため、クラス数 𝑇	の選択基準がこれま
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でに幾つか提案されている。それらの選択基準のうち、本分析では、次の式で定義されるBI

C（Bayesian Information Criterion, Schwarzら,1978)と呼ばれる値を最小化するクラス数

 𝑇 を選択するという基準を採用した：BIC = −2 log 𝐿6 +α log 𝑁．ただし、 𝑁 はサンプルの

個数、 𝐿6 は最尤法によって得られる尤度 𝐿	の最大値、 𝛼 は前述したパラメータの個数であ

る。なお、以上で述べた潜在クラスモデルの推定は、統計解析環境Rのパッケージ poLCA v

1.4.1 (Linzerら,2011)を利用して行った。 

 

6.2.3.2 傾向スコアマッチング 

上述の潜在クラス分析により、本研究では経験年数区分等の区分の違いと20個の必須アセ

スメント項目全体の回答傾向の関係を抽出した。本研究ではさらに、区分の違いによる影響

を受けやすい項目と受けにくい項目はそれぞれどのようなものかを考察することを目的とし

た分析を行う。具体的には、20個の必須アセスメント項目のそれぞれに対し経験年数区分の

違いが回答傾向にどのような影響を与えるのかを傾向スコアマッチングを用いて分析した。 

経験年数区分といったような特定の区分に着目し、割り当てられた区分の違いが結果に与

える純粋な影響について調査を行う場合には、例えば組織区分の違いや管轄している地域の

違いなど、その他の変数が結果に与える影響を除く必要がある。この方法の一つとして、Ro

senbaum & Rubin(1983)は傾向スコア(Propensity score)法を提案した。この傾向スコア法

では複数存在するその他の変数（共変量）について、まずそれを傾向スコアという一つの値

に集約することを行う。そして区分内のそれぞれの群からその値が近いペアを作成（マッチ

ング）していくことを行う。これにより、区分のみが異なり、その他の変数については傾向

が似ているペアのデータが作成できる。このデータを用いて、区分の違いが結果変数に与え

る純粋な影響の調査を本研究では行う。 

以下に傾向スコア算出に関する技術的な詳細を示す。まず𝑖番目のデータ点における共変

量ベクトルを𝑥"、区分内の群1と群2のどちらの群に割り当てられているかを表す割り当て変

数を𝑧"としたとき𝑥"が群1に割り当てられる確率𝑒"は以下のように表される(式6.4)。この𝑒"
が	𝑖番目のデータ点における傾向スコアとして定義される(Rosenbaum & Rubin, 1983)。 

𝑒" = Pr<𝑧" = 1	=	𝑥">  

(式6.4) 

 この傾向スコアの上で、経験年数5年未満の群と5年以上の群それぞれから値の類似するペ

アを抽出（マッチング）することで、共変量の影響を除いた、経験年数区分の違いがアセス

メント項目の評価に与える純粋な影響を調査する。この際、マッチングにより2群間の共変

量のバランスがどれほど調整されたのかを示す指標として、以下の式で示される各共変量の

標準化平均差（SMD）が存在する(式6.5)。 

 

𝑆𝑀𝐷 =
𝑋A1 − 𝑋A2

BC𝑠
1

2 + 𝑠
2

2E 2F
	 

(式6.5) 

この標準化平均差は各共変量について計算され、𝑋A
1
, 𝑋A2はそれぞれ群1と群2におけるそ

の共変量の平均値、𝑠
1

2
, 𝑠

2

2
はそれぞれ群1と群2におけるその共変量の分散を表す。その共変
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量において2群間でバランスが取れているかを確認する上では、その共変量の標準化平均差

が0.1以下であることが推奨される（zhang et al., 2019）。 

本研究の分析では、まず傾向スコア算出の際にはロジスティック回帰を行い、そうして得

られた傾向スコアの上で、𝑘最近傍法により経験年数5年未満と5年以上の群それぞれから値

が近いペアを、ペア間の傾向スコアの差が小さい順に抽出していく。そしてどちらかの群の

全てのデータがマッチングに用いられるか、マッチングした際のペア間の傾向スコアの差が

0.2以上になるまでこの作業を繰り返す。こうして得られたデータセットに対し、各群にお

ける各共変量の標準化平均差を算出することで共変量のバランスが調整されていることを確

認する。その後、20個の必須アセスメント項目に対し、区分の違いにより回答傾向が異なっ

ているかどうかを項目別・仮想事例別に自由度2、有意水準5%でのカイ2乗検定を用いて検定

する。 

 

6.3 結果 

6.3.1 回収率・欠損・除外データ 

3.3.2の手順に基づいてデータを収集した結果、下表のような回収率となった(表6.3.1)。

調査全体の回収率同様3割程度の回収率である。本パートに特筆すべき欠損は確認されなか

ったが、他パートと同様に回答不良者(同一回答)と考えられる回答組織を4件除外してい

る。 

 

表6.3.1 送付数・回収数・回収率 

 
 

6.3.2 セーフティアセスメント項目の評定一致率 

  紙幅の都合により、単純集計による評定一致率をまとめた表は巻末資料とした。組織(児

相･市区町村)別の単純集計による評定一致率の特徴については、以下の5パターンに分けら

れた(下表数値は、評定一致率=(各回答数/総回答数)×100を表す)。 
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(1)児相･市区町村が一貫した回答をしているパターン 

 
 

(2)児相･市区町村ともに、非該当または不明･情報未取得の判断に困っている(と想定され

る) もしくは当該判断が一貫しない回答パターン 

 
 

(3)児相･市区町村ともに、該当または非該当の判断に困っている(と想定される)もしくは当

該判断が一貫しない回答パターン 

 
 

(4)児相･市区町村ともに、どの選択肢に回答すべきか困っている(と想定される)もしくは組

織間で回答が一貫しない回答パターン 

 
 

(5)児相と市区町村で、判断が分かれる回答パターン 

 
 

そして、クリッペンドルフのα係数を事例別、組織別、および3回提示される仮想事例に

ついて回答者の割り当てられた回答グループごとにその仮想事例の提示の順番が異なるため

そのグループ(組織･事例･提示順)別に算出し、表6.3.2および表6.3.3にまとめた。全区分を

通して、各項目のクリッペンドルフのα係数が0.27から0.43程度の範囲内の値を取った。本

指標がどれくらいの値をとれば、信頼性の有無について言及できるかについて具体的な基準

は存在しないが、いずれの項目も決して高い信頼性を有しているとはいえないだろう。一方

で、一部項目で特筆して信頼性が高い、もしくは低い項目は存在していないと考えることが

できるので、様々な観点から信頼性向上への糸口を見つけることが可能かもしれない。ここ



 

 78 

での様々な観点として考えられることは、(1)測定の問題、(2)評定者の問題、(3)ほかの要

因による影響等の理由が考えられるだろう。 

  まず、(1)測定の問題として、本調査で用いた場面想定法もしくは、その調査内の仮想事

例がこちらの意図したように作用していなかった場合(実際のセーフティアセスメント項目

の評価プロセスと異なる形で回答されていた場合)、下記の信頼性が、真の信頼性よりも過

小･過大に算出されている可能性がある。(2)評定者の問題として、まず児童虐待対応に関す

るアセスメントは性格特性を回答するような尺度とは異なり、初心者が評定を行うことが難

しいことが挙げられる。また、熟練者であっても事例内容によっては判断が揺らぐ可能性が

ある。このことから、特定の項目が提示されたときにどのように判断することが子供の安全

を守るリスク評価を行う上で妥当かについて職員間および組織間で議論や情報共有を積極的

に行う必要がある。しかしながら、このような取り組みを行っている(行える)組織はとても

多いとはいえない状況であるため、セミナーや研修会といったリスクを評価するための技術

習得の場を積極的に設けることによって項目の信頼性を向上させることができる可能性があ

る。(3)ほかの要因による影響として、(2)の内容と重複するが、回答者の経験値によってセ

ーフティアセスメント項目の評価に差が生まれ、項目の信頼性を低下させている可能性があ

る。もし、この要因を特定し、そこに適切な介入を行うことができれば、項目の信頼性を向

上させることができるかもしれない。これについて、次項にて、回答者の経験年数という要

因が、項目評価に影響を与えているのかについて詳細に検討していく。 

 

表6.3.2 事例別に算出したクリッペンドルフのα係数 
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表6.3.3 組織および回答グループ別に算出したクリッペンドルフのα係数 

 
 

6.3.3 回答者属性による回答傾向の比較結果（潜在クラス分析） 

 本項では、12仮想事例の回答データに対する潜在クラス分析の結果を報告する。6.2.3.1

で説明したように、本分析では各仮想事例に対して潜在クラスモデルを推定した。また、組

織区分ごと、経験年数区分ごとの回答が、各潜在クラスへ帰属する割合について分析した。 

 

6.3.3.1 クラス数の決定 

 1から10までのクラス数を設定して潜在クラスモデルの推定を行ったところ、仮想事例8に

おいてはクラス数1の時に、仮想事例2、3、4、5、6、7、10、12においてはクラス数2の時に、

仮想事例1、9、11においてはクラス数3の時に、BICが最小の値を取った。結果を図6.3.3.1

(1)-(2)に示す。各仮想事例に対して推定した潜在クラスモデルのクラス数は、以上の結果

に基づき決定した。 

 

B
I
C 

設定した潜在クラス数 

仮想事例4 

B
I
C 

設定した潜在クラス数 

仮想事例3 

B
I
C 

設定した潜在クラス数 

仮想事例1 

B
I
C 

設定した潜在クラス数 

仮想事例2 

図6.3.3.1 (1) 各仮想事例に対して推定された潜在クラスモデルのクラス数別のBIC 



 

 80 

6.3.3.2 推定された潜在クラスモデル 

 各仮想事例に対して潜在クラスモデルの推定を行った。その結果として得られた各パラメ

ータの推定値を表6.3.3.1に示す。 

 クラス数が2となった潜在クラスモデルは、そのすべてが、20個の項目全体にわたって

「不明」と回答しやすい傾向を持つクラスと、それ以外のクラスに分かれた。表6.3.3.1に

示す通り、クラス数が2である仮想事例2、3、4、5、6、7、10、12においては、クラス2がク

ラス1と比べて、20個のアセスメント項目のほぼ全てにおいて「不明」と回答する確率が高

くなっている。本項では以下、この「不明」と回答する確率が高いほうのクラスを「不明指

向クラス」と言う。 

 クラス数が3となった仮想事例1、9、11においても、クラス数が2の場合と同様に、その潜

在クラスモデルのすべてが、ほぼ全てのアセスメント項目に関して他のクラスよりも「不明」

と回答する確率が高いクラスを有していた。さらに、同様の意味で、「該当」と回答する確

率が高いクラス、「非該当」と回答する確率が高いクラスを有している。本項では以下、こ

れらのクラスを順に、「不明指向クラス」「該当指向クラス」「非該当指向クラス」と言う。

表6.3.3.1の中では、仮想事例1、9、11のクラス1、クラス2、クラス3が、それぞれ該当指向

クラス、非該当指向クラス、不明クラスである。 
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 仮想事例1 仮想事例2 

 クラス1(𝑝1 =	0.25) クラス2(𝑝2 =	0.30) クラス3(𝑝3 =	0.45) クラス1(𝑝1 =	0.33) クラス2(𝑝2 =	0.67) 
 該当 非該 不明 該当 非該 不明 該当 非該 不明 該当 非該 不明 該当 非該 不明 

項目1 0.78 0.16 0.07 0.55 0.32 0.13 0.62 0.07 0.30 0.85 0.07 0.05 0.51 0.14 0.32 

項目2 1.00 0.00 0.00 0.51 0.13 0.35 0.41 0.08 0.50 0.87 0.00 0.13 0.90 0.00 0.10 

項目3 0.69 0.11 0.20 0.29 0.36 0.33 0.36 0.07 0.56 0.74 0.07 0.16 0.93 0.00 0.07 

項目4 0.91 0.05 0.04 0.86 0.07 0.07 0.88 0.01 0.11 0.23 0.47 0.27 0.34 0.11 0.56 

項目5 0.72 0.10 0.17 0.38 0.17 0.45 0.31 0.09 0.58 0.90 0.03 0.07 0.86 0.02 0.13 

項目6 0.53 0.06 0.40 0.22 0.35 0.41 0.17 0.08 0.75 0.60 0.30 0.10 0.65 0.10 0.25 

項目7 0.69 0.00 0.31 0.63 0.13 0.24 0.39 0.01 0.60 0.71 0.03 0.26 0.66 0.02 0.32 

項目8 0.83 0.04 0.13 0.71 0.18 0.09 0.75 0.10 0.16 0.03 0.87 0.07 0.00 0.65 0.33 

項目9 1.00 0.00 0.00 0.82 0.09 0.09 0.87 0.01 0.12 0.77 0.10 0.13 0.87 0.00 0.13 

項目10 0.98 0.00 0.02 0.98 0.00 0.02 0.93 0.00 0.07 0.10 0.43 0.45 0.13 0.08 0.79 

項目11 0.79 0.02 0.18 0.36 0.56 0.06 0.43 0.17 0.41 0.13 0.64 0.16 0.03 0.25 0.72 

項目12 0.89 0.07 0.03 0.34 0.57 0.08 0.34 0.14 0.52 0.90 0.03 0.07 0.84 0.00 0.16 

項目13 0.69 0.00 0.31 0.42 0.28 0.28 0.28 0.10 0.62 0.07 0.43 0.47 0.06 0.02 0.92 

項目14 1.00 0.00 0.00 0.68 0.17 0.15 0.64 0.04 0.31 0.16 0.64 0.20 0.02 0.30 0.69 

項目15 0.80 0.06 0.14 0.53 0.21 0.22 0.31 0.03 0.65 0.70 0.23 0.03 0.71 0.03 0.25 

項目16 1.00 0.00 0.00 0.90 0.04 0.07 0.84 0.01 0.15 0.60 0.23 0.17 0.54 0.24 0.21 

項目17 0.00 0.83 0.16 0.00 0.88 0.12 0.00 0.70 0.28 0.00 0.93 0.03 0.00 0.54 0.46 

項目18 0.00 0.30 0.68 0.00 0.73 0.24 0.00 0.02 0.97 0.00 0.79 0.18 0.00 0.16 0.84 

項目19 0.23 0.05 0.72 0.02 0.37 0.59 0.08 0.01 0.89 0.00 0.70 0.26 0.10 0.09 0.81 

項目20 0.91 0.00 0.09 0.56 0.20 0.24 0.51 0.00 0.47 0.03 0.56 0.37 0.00 0.11 0.89 
  

 仮想事例3 仮想事例4 

 クラス1(𝑝1 =	0.41) クラス2(𝑝2 =	0.59) クラス1(𝑝1 =	0.56) クラス2(𝑝2 =	0.44) 
 該当 非該 不明 該当 非該 不明 該当 非該 不明 該当 非該 不明 

項目1 0.25 0.44 0.30 0.32 0.23 0.45 0.79 0.15 0.06 0.57 0.08 0.35 

項目2 0.14 0.43 0.41 0.16 0.09 0.75 0.31 0.21 0.48 0.41 0.00 0.57 

項目3 0.47 0.21 0.31 0.42 0.02 0.56 0.90 0.02 0.08 0.92 0.00 0.08 

項目4 0.53 0.30 0.16 0.46 0.06 0.47 0.92 0.04 0.04 0.76 0.00 0.24 

項目5 0.39 0.07 0.53 0.12 0.01 0.87 0.71 0.02 0.25 0.54 0.00 0.46 

項目6 0.83 0.10 0.07 0.77 0.00 0.21 1.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.05 

項目7 0.24 0.21 0.54 0.29 0.01 0.69 0.15 0.15 0.71 0.16 0.03 0.81 

項目8 0.01 0.74 0.23 0.02 0.43 0.55 0.10 0.56 0.33 0.05 0.14 0.81 

項目9 0.13 0.22 0.63 0.05 0.03 0.92 0.29 0.15 0.56 0.22 0.03 0.76 

項目10 0.07 0.25 0.66 0.03 0.03 0.93 0.02 0.27 0.71 0.03 0.00 0.97 

項目11 0.00 0.84 0.13 0.00 0.35 0.65 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.97 

項目12 0.12 0.39 0.46 0.12 0.07 0.81 0.69 0.06 0.25 0.76 0.03 0.22 

項目13 0.32 0.30 0.37 0.17 0.03 0.80 0.92 0.02 0.06 0.92 0.00 0.08 

項目14 0.00 0.64 0.34 0.02 0.19 0.79 0.08 0.29 0.62 0.05 0.03 0.92 

項目15 0.07 0.84 0.08 0.05 0.62 0.34 0.60 0.06 0.33 0.59 0.00 0.38 

項目16 0.93 0.01 0.05 0.93 0.02 0.05 0.92 0.02 0.06 0.89 0.00 0.11 

項目17 0.00 0.83 0.15 0.03 0.42 0.55 0.67 0.27 0.04 0.70 0.05 0.24 

項目18 0.00 0.68 0.29 0.01 0.12 0.85 0.33 0.38 0.29 0.08 0.16 0.76 

項目19 0.44 0.16 0.38 0.41 0.02 0.57 0.96 0.02 0.02 1.00 0.00 0.00 

項目20 0.00 0.55 0.43 0.01 0.09 0.90 0.31 0.21 0.48 0.30 0.00 0.70 
  

 仮想事例5 仮想事例6 

 クラス1(𝑝1 =	0.54) クラス2(𝑝2 =	0.46) クラス1(𝑝1 =	0.47) クラス2(𝑝2 =	0.53) 
 該当 非該 不明 該当 非該 不明 該当 非該 不明 該当 非該 不明 

項目1 0.90 0.06 0.04 0.56 0.10 0.35 0.81 0.11 0.08 0.77 0.02 0.21 

項目2 0.69 0.15 0.17 0.66 0.07 0.26 0.13 0.52 0.35 0.28 0.30 0.42 

項目3 0.85 0.08 0.07 0.67 0.00 0.32 0.35 0.34 0.31 0.47 0.03 0.48 

項目4 0.08 0.12 0.80 0.06 0.00 0.92 0.00 0.38 0.62 0.05 0.14 0.81 

項目5 0.96 0.00 0.04 0.84 0.01 0.12 0.78 0.05 0.16 0.61 0.05 0.35 

項目6 1.00 0.00 0.00 0.94 0.00 0.05 0.95 0.00 0.05 0.93 0.00 0.07 

項目7 0.73 0.05 0.22 0.62 0.01 0.36 0.49 0.32 0.19 0.62 0.05 0.33 

項目8 0.02 0.48 0.48 0.00 0.12 0.86 0.11 0.54 0.35 0.14 0.14 0.72 

項目9 0.85 0.03 0.11 0.56 0.01 0.42 0.24 0.30 0.44 0.26 0.07 0.67 

項目10 0.88 0.01 0.09 0.78 0.01 0.20 0.24 0.38 0.38 0.09 0.04 0.87 

項目11 0.04 0.60 0.34 0.04 0.10 0.85 0.00 0.73 0.27 0.02 0.32 0.66 

項目12 0.96 0.03 0.00 0.75 0.02 0.21 0.78 0.13 0.08 0.84 0.05 0.09 

項目13 0.55 0.08 0.36 0.26 0.05 0.66 0.89 0.00 0.11 0.95 0.00 0.05 

項目14 0.06 0.26 0.67 0.03 0.04 0.91 0.16 0.32 0.52 0.16 0.00 0.84 

表6.3.3.1 推定された潜在クラスモデル 
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項目15 0.56 0.11 0.32 0.36 0.02 0.61 0.11 0.51 0.38 0.12 0.19 0.70 

項目16 0.52 0.15 0.32 0.31 0.07 0.60 0.05 0.61 0.33 0.19 0.05 0.76 

項目17 0.48 0.32 0.19 0.22 0.32 0.43 0.46 0.52 0.03 0.65 0.21 0.14 

項目18 0.73 0.12 0.15 0.51 0.09 0.39 0.05 0.62 0.33 0.00 0.00 1.00 

項目19 0.99 0.00 0.00 0.93 0.00 0.06 0.57 0.19 0.24 0.60 0.00 0.40 

項目20 0.47 0.27 0.26 0.20 0.30 0.47 0.54 0.22 0.24 0.42 0.09 0.49 
 

 仮想事例7 仮想事例8 

 クラス1(𝑝1 =	0.61) クラス2(𝑝2 =	0.39) クラス1(𝑝1 =	1.00) 
 該当 非該 不明 該当 非該 不明 該当 非該 不明 

項目1 0.86 0.08 0.06 0.86 0.00 0.14 0.60 0.27 0.13 

項目2 0.52 0.26 0.22 0.27 0.13 0.60 0.86 0.05 0.10 

項目3 0.98 0.02 0.00 0.99 0.00 0.01 0.43 0.14 0.41 

項目4 0.10 0.38 0.52 0.02 0.11 0.87 0.98 0.00 0.01 

項目5 0.75 0.01 0.24 0.34 0.00 0.66 0.48 0.18 0.34 

項目6 0.86 0.04 0.11 0.78 0.00 0.22 0.42 0.17 0.41 

項目7 0.37 0.16 0.46 0.16 0.01 0.83 0.98 0.00 0.01 

項目8 0.24 0.61 0.15 0.21 0.25 0.54 0.43 0.39 0.18 

項目9 0.29 0.16 0.54 0.06 0.03 0.92 0.67 0.01 0.31 

項目10 0.16 0.41 0.41 0.04 0.08 0.86 0.64 0.35 0.00 

項目11 0.08 0.70 0.22 0.01 0.37 0.62 0.70 0.05 0.25 

項目12 0.52 0.22 0.26 0.01 0.04 0.94 0.57 0.25 0.18 

項目13 0.69 0.11 0.20 0.51 0.00 0.49 0.51 0.11 0.39 

項目14 0.23 0.38 0.40 0.13 0.13 0.74 0.02 0.54 0.43 

項目15 0.98 0.02 0.00 0.99 0.00 0.01 0.61 0.14 0.24 

項目16 0.59 0.13 0.27 0.32 0.03 0.66 0.11 0.39 0.51 

項目17 0.05 0.66 0.28 0.03 0.30 0.67 0.02 0.89 0.05 

項目18 0.86 0.08 0.05 0.84 0.02 0.12 0.00 0.53 0.46 

項目19 0.65 0.09 0.26 0.59 0.00 0.41 0.19 0.30 0.51 

項目20 0.63 0.07 0.30 0.51 0.00 0.49 0.49 0.18 0.31 
 

 仮想事例9 仮想事例10 

 クラス1(𝑝1 =	0.36) クラス2(𝑝2 =	0.26) クラス3(𝑝3 =	0.38) クラス1(𝑝1 =	0.42) クラス2(𝑝2 =	0.58) 
 該当 非該 不明 該当 非該 不明 該当 非該 不明 該当 非該 不明 該当 非該 不明 

項目1 0.77 0.11 0.12 0.74 0.15 0.08 0.70 0.04 0.24 0.76 0.20 0.05 0.70 0.02 0.28 

項目2 0.38 0.11 0.51 0.34 0.45 0.20 0.18 0.04 0.76 0.90 0.08 0.00 0.70 0.00 0.30 

項目3 0.96 0.00 0.04 0.68 0.17 0.15 0.57 0.03 0.39 0.92 0.03 0.05 0.93 0.00 0.07 

項目4 0.90 0.01 0.08 0.44 0.36 0.17 0.60 0.01 0.37 0.64 0.13 0.23 0.47 0.15 0.38 

項目5 0.89 0.00 0.11 0.74 0.06 0.17 0.44 0.01 0.54 0.89 0.00 0.08 0.71 0.00 0.29 

項目6 0.98 0.00 0.02 0.52 0.21 0.23 0.53 0.03 0.43 1.00 0.00 0.00 0.94 0.02 0.04 

項目7 0.64 0.01 0.35 0.62 0.12 0.26 0.34 0.00 0.66 0.77 0.03 0.20 0.83 0.02 0.15 

項目8 0.10 0.79 0.11 0.00 0.98 0.02 0.03 0.61 0.36 0.21 0.55 0.24 0.23 0.34 0.43 

項目9 0.39 0.10 0.51 0.19 0.23 0.58 0.06 0.00 0.91 0.90 0.05 0.05 0.85 0.02 0.13 

項目10 0.48 0.06 0.46 0.20 0.39 0.38 0.20 0.04 0.75 0.64 0.23 0.13 0.62 0.11 0.26 

項目11 0.52 0.19 0.29 0.22 0.38 0.38 0.25 0.06 0.68 0.13 0.77 0.10 0.11 0.61 0.28 

項目12 0.99 0.00 0.00 0.85 0.08 0.06 0.68 0.06 0.27 0.81 0.03 0.16 0.64 0.04 0.32 

項目13 1.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.04 0.93 0.00 0.07 0.41 0.18 0.41 0.16 0.07 0.77 

項目14 0.10 0.03 0.87 0.02 0.59 0.39 0.04 0.04 0.92 0.10 0.22 0.65 0.02 0.02 0.96 

項目15 0.56 0.05 0.39 0.32 0.34 0.34 0.21 0.07 0.71 0.65 0.20 0.15 0.41 0.04 0.55 

項目16 0.33 0.03 0.64 0.41 0.13 0.44 0.10 0.00 0.90 0.18 0.18 0.64 0.09 0.00 0.91 

項目17 0.01 0.87 0.10 0.00 0.92 0.04 0.01 0.75 0.21 0.13 0.74 0.13 0.07 0.12 0.81 

項目18 0.03 0.43 0.54 0.00 0.98 0.02 0.00 0.17 0.83 0.15 0.63 0.22 0.13 0.04 0.83 

項目19 0.87 0.08 0.05 0.61 0.20 0.19 0.45 0.03 0.51 0.51 0.15 0.34 0.48 0.00 0.52 

項目20 0.79 0.03 0.18 0.42 0.42 0.16 0.43 0.07 0.49 0.12 0.25 0.62 0.02 0.05 0.93 

 
 仮想事例11 仮想事例12 

 クラス1(𝑝1 =	0.37) クラス2(𝑝2 =	0.42) クラス3(𝑝3 =	0.21) クラス1(𝑝1 =	0.53) クラス2(𝑝2 =	0.47) 
 該当 非該 不明 該当 非該 不明 該当 非該 不明 該当 非該 不明 該当 非該 不明 

項目1 0.99 0.00 0.01 0.86 0.07 0.07 0.71 0.07 0.22 0.80 0.08 0.13 0.63 0.03 0.34 

項目2 0.63 0.09 0.27 0.26 0.37 0.37 0.39 0.15 0.46 0.87 0.00 0.13 0.85 0.06 0.09 

項目3 0.75 0.00 0.24 0.57 0.28 0.14 0.44 0.00 0.56 0.90 0.05 0.05 0.66 0.03 0.32 

項目4 0.08 0.03 0.89 0.03 0.31 0.67 0.00 0.00 1.00 0.20 0.59 0.21 0.11 0.09 0.80 

項目5 0.71 0.02 0.27 0.45 0.04 0.49 0.25 0.00 0.75 0.80 0.05 0.15 0.80 0.00 0.20 

項目6 1.00 0.00 0.00 0.92 0.01 0.07 0.81 0.00 0.19 0.39 0.43 0.18 0.17 0.03 0.80 

項目7 0.51 0.02 0.47 0.26 0.26 0.48 0.08 0.08 0.83 0.90 0.00 0.10 0.71 0.00 0.29 

項目8 0.02 0.59 0.39 0.01 0.94 0.04 0.00 0.59 0.41 0.39 0.26 0.36 0.31 0.20 0.49 

項目9 0.98 0.00 0.02 0.81 0.08 0.11 0.30 0.00 0.70 0.97 0.00 0.03 0.91 0.00 0.06 
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項目10 0.70 0.00 0.30 0.60 0.16 0.24 0.44 0.03 0.53 0.15 0.45 0.39 0.06 0.18 0.76 

項目11 0.03 0.39 0.57 0.01 0.94 0.04 0.03 0.49 0.48 0.20 0.77 0.03 0.03 0.51 0.46 

項目12 0.98 0.02 0.00 0.90 0.01 0.09 0.50 0.08 0.42 0.76 0.10 0.13 0.55 0.03 0.42 

項目13 0.95 0.00 0.05 0.99 0.01 0.00 0.78 0.00 0.22 0.49 0.28 0.23 0.34 0.00 0.66 

項目14 0.35 0.08 0.57 0.32 0.39 0.29 0.12 0.31 0.57 0.13 0.36 0.52 0.00 0.00 1.00 

項目15 1.00 0.00 0.00 0.95 0.05 0.00 0.78 0.05 0.16 0.58 0.15 0.24 0.38 0.09 0.54 

項目16 0.54 0.04 0.42 0.26 0.28 0.45 0.19 0.13 0.67 0.41 0.36 0.23 0.23 0.17 0.60 

項目17 0.02 0.86 0.11 0.00 0.92 0.05 0.00 0.84 0.11 0.00 0.80 0.20 0.00 0.77 0.23 

項目18 0.27 0.02 0.71 0.12 0.44 0.43 0.05 0.17 0.78 0.00 0.67 0.33 0.00 0.23 0.77 

項目19 0.49 0.02 0.50 0.42 0.07 0.52 0.33 0.00 0.67 0.41 0.39 0.20 0.11 0.20 0.69 

項目20 0.05 0.13 0.82 0.08 0.65 0.28 0.03 0.25 0.73 0.38 0.10 0.52 0.20 0.00 0.80 

 

 

6.3.3.3 組織区分ごとの潜在クラス帰属割合 

 組織区分の違いが潜在クラスへの帰属割合にどのように関係するかを分析した。各仮想事

例において、組織区分ごとの回答が各潜在クラスへ帰属する割合を表6.3.3.2に示す。 

 

 
 仮想事例1 仮想事例2 仮想事例3 

 1該当指向 2非該当指向 3不明指向 クラス1 2不明指向 クラス1 2不明指向 

市区町村 37件(26.4%) 38件(27.1%) 65件(46.4%) 22件(32.8%) 45件(67.2%) 54件(39.1%) 84件(60.9%) 

児童相談所 8件(18.6%) 16件(37.2%) 19件(44.2%) 9件(34.6%) 17件(65.4%) 23件(48.9%) 24件(51.1%) 

合計 45件(25.0%) 54件(30.0%) 84件(46.0%) 31件(33.3%) 62件(66.7%) 77件(42.0%) 108件(58.0%) 
  

 仮想事例4 仮想事例5 仮想事例6 

 クラス1 2不明指向 クラス1 2不明指向 クラス1 2不明指向 

市区町村 34件(54.8%) 28件(45.2%) 76件(53.1%) 67件(46.9%) 34件(47.2%) 38件(52.8%) 

児童相談所 14件(60.9%) 9件(39.1%) 19件(59.4%) 13件(40.6%) 3件(37.5%) 5件(62.5%) 

合計 48件(56.5%) 37件(43.5%) 95件(54.3%) 80件(45.7%) 37件(46.0%) 43件(54.0%) 
  

 仮想事例7 仮想事例8 仮想事例9 

 クラス1 2不明指向 クラス1 1該当指向 2非該当指向 3不明指向 

市区町村 87件(60.8%) 56件(39.2%) 63件(100%) 52件(35.4%) 41件(27.9%) 54件(36.7%) 

児童相談所 19件(63.3%) 11件(36.7%) 20件(100%) 15件(37.5%) 7件(17.5%) 18件(45.0%) 

合計 106件(613%) 67件(38.7%) 83件(100%) 67件(36.0%) 48件(26.0%) 72件(39.0%) 
  

 仮想事例10 仮想事例11 仮想事例12 

 クラス1 2不明指向 1該当指向 2非該当指向 3不明指向 クラス1 2不明指向 

市区町村 30件(40.5%) 44件(59.5%) 48件(34.0%) 60件(42.6%) 33件(23.4%) 29件(50.0%) 29件(50.0%) 

児童相談所 9件(45.0%) 11件(55.0%) 18件(51.4%) 14件(40.0%) 3件(08.6%) 10件(62.5%) 6件(37.5%) 

合計 39件(41.5%) 55件(58.5%) 66件(38.0%) 74件(42.0%) 36件(20.0%) 39件(52.7%) 35件(47.3%) 

 

 クラス数が2となった仮想事例において、組織区分によって不明指向クラスへの帰属割合

に差が生じるケースとしては、市区町村のほうが児童相談所よりも帰属割合が大きい場合と、

逆に児童相談所のほうが市区町村よりも帰属割合が大きい場合の両方が見られた。市区町村

のほうがより大きい帰属割合を持つケースとしては、仮想事例3、4、5、10、12があった。

一方、児童相談所の方がより大きい帰属割合を持つケースとしては、仮想事例6があった。 

 クラス数が3となった仮想事例において、組織区分によって不明指向クラスへの帰属割合

に差が生じるケースとしては、仮想事例9、11があった。仮想事例9では児童相談所のほうが

市区町村よりも帰属割合が大きかったが、仮想事例11では逆に市区町村のほうが児童相談所

よりも帰属割合が大きかった。また、児童相談所と市区町村のどちらが該当指向クラスへの

帰属割合をより大きく持つかに関しても、仮想事例1と11では異なっていた。非該当指向ク

ラスに関しても、仮想事例1と9で同様の違いが見られた。 

 

 

表6.3.3.2 組織区分ごとの潜在クラス帰属数と帰属割合 
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6.3.3.4 組織区分・経験年数区分ごとの潜在クラス帰属割合 

 組織区分の違いに加えて、さらに経験年数区分の違いが潜在クラスへの帰属割合にどのよ

うに関係するかを分析した。各仮想事例における組織区分・経験年数区分ごとの回答が各潜

在クラスへ帰属する割合を表6.3.3.3に示す。 

 

 
  仮想事例1 仮想事例2 仮想事例3 

  1該当指向 2非該当指向 3不明指向 クラス1 2不明指向 クラス1 2不明指向 

市区 

町村 

5年以上 5件(20.8%) 9件(37.5%) 10件(41.7%) 5件(33.3%) 10件(66.7%) 11件(31.4%) 24件(68.6%) 

5年未満 26件(30.6%) 26件(30.6%) 33件(38.8%) 16件(37.2%) 27件(62.8%) 33件(41.3%) 47件(58.8%) 

N/A 6件(19.4%) 3件(09.7%) 22件(71.0%) 1件(11.1%) 8件(88.9%) 10件(43.5%) 13件(56.5%) 

児童 

相談所 

5年以上 6件(23.1%) 9件(34.6%) 11件(42.3%) 5件(35.7%) 9件(64.3%) 12件(50.0%) 12件(50.0%) 

5年未満 2件(15.4%) 6件(46.2%) 5件(38.5%) 2件(22.2%) 7件(77.8%) 10件(55.6%) 8件(44.4%) 

N/A 0件(00.0%) 1件(25.0%) 3件(75.0%) 1件(33.3%) 2件(66.7%) 1件(20.0%) 4件(80.0%) 
 

  仮想事例4 仮想事例5 仮想事例6 

  クラス1 2不明指向 クラス1 2不明指向 クラス1 2不明指向 

市区 

町村 

5年以上 8件(57.1%) 6件(42.9%) 20件(55.6%) 16件(44.4%) 11件(50.0%) 11件(50.0%) 

5年未満 16件(48.5%) 17件(51.5%) 37件(50.7%) 36件(49.3%) 19件(48.7%) 20件(51.3%) 

N/A 10件(66.7%) 5件(33.3%) 19件(55.9%) 15件(44.1%) 4件(36.4%) 7件(63.6%) 

児童 

相談所 

5年以上 9件(69.2%) 4件(30.8%) 13件(65.0%) 7件(35.0%) 1件(33.3%) 2件(66.7%) 

5年未満 3件(42.9%) 4件(57.1%) 5件(50.0%) 5件(50.0%) 2件(40.0%) 3件(60.0%) 

N/A 2件(66.7%) 1件(33.3%) 1件(50.0%) 1件(50.0%) 0件(00.0%) 0件(00.0%) 
 

  仮想事例7 仮想事例8 仮想事例9 

  クラス1 2不明指向 クラス1 1該当指向 2非該当指向 3不明指向 

市区 

町村 

5年以上 21件(55.3%) 17件(44.7%) 13件(100%) 10件(37.0%) 6件(22.2%) 11件(40.7%) 

5年未満 45件(60.0%) 30件(40.0%) 37件(100%) 34件(37.4%) 25件(27.5%) 32件(35.2%) 

N/A 21件(70.0%) 9件(30.0%) 13件(100%) 8件(27.6%) 10件(34.5%) 11件(37.9%) 

児童 

相談所 

5年以上 11件(64.7%) 6件(35.3%) 13件(100%) 9件(36.0%) 4件(16.0%) 12件(48.0%) 

5年未満 8件(66.7%) 4件(33.3%) 5件(100%) 5件(41.7%) 3件(25.0%) 4件(33.3%) 

N/A 1件(50.0%) 1件(50.0%) 2件(100%) 1件(33.3%) 0件(00.0%) 2件(66.7%) 
 

  仮想事例10 仮想事例11 仮想事例12 

  クラス1 2不明指向 1該当指向 2非該当指向 3不明指向 クラス1 2不明指向 

市区 

町村 

5年以上 3件(21.4%) 11件(78.6%) 7件(26.9%) 11件(42.3%) 8件(30.8%) 7件(53.8%) 6件(46.2%) 

5年未満 25件(54.3%) 21件(45.7%) 26件(33.8%) 33件(42.9%) 18件(23.4%) 18件(58.1%) 13件(41.9%) 

N/A 2件(14.3%) 12件(85.7%) 15件(39.5%) 16件(42.1%) 7件(18.4%) 4件(28.6%) 10件(71.4%) 

児童 

相談所 

5年以上 6件(42.9%) 8件(57.1%) 14件(56.0%) 9件(36.0%) 2件(08.0%) 6件(66.7%) 3件(33.3%) 

5年未満 1件(25.0%) 3件(75.0%) 2件(28.6%) 4件(57.1%) 1件(14.3%) 3件(60.0%) 2件(40.0%) 

N/A 2件(50.0%) 2件(50.0%) 2件(66.7%) 1件(33.3%) 0件(00.0%) 1件(50.0%) 1件(50.0%) 

 
  

 クラス数が2となった仮想事例において、経験年数区分の違いによって不明指向クラスへ

の帰属割合に大きな差が生じたのは、仮想事例3、4、5、10であった。仮想事例3では、児童

相談所と市区町村の両方で、経験年数5年以上のほうが5年未満よりも不明指向クラスへの帰

属割合が大きかった。一方、仮想事例4、5では、児童相談所と市区町村の両方で、経験年数

5年未満のほうが5年以上よりも不明指向クラスへの帰属割合が大きかった。仮想事例10では、

市区町村において、経験年数5年以上のほうが5年未満よりも不明指向クラスへの帰属割合が

かなり大きかった。一方、児童相談所においては、逆に経験年数5年未満のほうが5年以上よ

りも不明指向クラスへの帰属割合が大きかった。 

 クラス数が3となった仮想事例において、経験年数区分の違いによって不明指向クラスへ

の帰属割合に大きな差が生じたのは、仮想事例9、11であった。仮想事例9では、児童相談所

と市区町村の両方で、経験年数5年以上のほうが5年未満よりも不明指向クラスへの帰属割合

が大きかった。仮想事例11においても、市区町村に関しては同様の結果であった。また、差

がわずかであることを除けば、仮想事例1においても同様の結果が見られた。 

表6.3.3.3 組織区分・経験年数区分ごとの潜在クラス帰属数と帰属割合 
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 クラス数が3となった仮想事例のいずれにおいても、経験年数区分の違いによって該当指

向クラスまたは非該当指向クラスへの帰属割合に差が生じていた。仮想事例1、11では、市

区町村に関しては、経験年数5年未満の方が5年以上よりも、該当指向クラスへの帰属割合が

大きかった。一方、児童相談所に関しては、逆に経験年数5年以上のほうが5年未満よりも該

当指向クラスへの帰属割合が大きかった。 

 以上に述べた通り、経験年数区分の違いによって各潜在クラスへの帰属割合に差が生じる

仮想事例には様々な類型があった。経験年数が上がると不明指向クラスへの帰属割合が大き

くなることもあれば小さくなることもあり、またその大小の向きが児童相談所と市区町村の

間で相反する場合もあった。 

 

6.4 考察（潜在クラス分析） 

 6.3.3.2で見たように、各仮想事例に対して推定された潜在クラスモデルには、クラス数

が1となる場合、2となる場合、3となる場合があった。クラス数が2となった潜在クラスモデ

ルは、不明指向クラスとそれ以外のクラスの二つから構成されていた。また、クラス数が3

となった潜在クラスモデルは、不明指向クラス、該当指向クラス、非該当指向クラスの三つ

から構成されていた。これらの潜在クラスモデルは、6.2.3.1で述べた通り、20個の必須ア

セスメント項目全体にわたって現れる回答傾向を示すものとして捉えられる。すなわち、相

対的な意味で、アセスメント項目の全体にわたって不明と回答しやすい傾向、該当と回答し

やすい傾向、非該当と回答しやすい傾向が、事例によっては生じ得るということを本分析の

結果は示唆している。 

 また、本分析では、組織区分と経験年数区分の違いが各潜在クラスへの帰属割合にどのよ

うに関係するかについても考察した。そこで得られた知見は、不明指向、該当指向、非該当

指向といった回答傾向の生じやすさは、組織区分や経験年数区分の違い、また事例の内容の

違いによって変わり得るということであった。その結果を踏まえると、本分析で見られた回

答傾向は、職員が事例の内容に触れた際に生じるある種のバイアスとして捉えることもでき

るのかもしれない。本研究で構成するセーフティアセスメントツールの評定者間一致性の向

上を目的として、利用手引きの設計や研修の実施などを行う際には、組織区分や経験年数の

違いから生じるバイアス等の回答傾向の差も考慮して、その差を埋めるための工夫を盛り込

むことが重要である。 

 

6.5 結果（傾向スコアマッチング） 

6.3節および6.4節の潜在クラス分析から、経験年数区分の違いにより同じ仮想事例でもア

セスメント項目の回答結果に差が出る可能性が示唆された。一方で、潜在クラス分析では区

分の違いが項目全体の回答傾向に与える影響を抽出したものであって、項目別の回答傾向に

ついては説明を与えていない。しかし実際には、経験年数区分の違いによって回答傾向に影

響を受けやすい項目と受けにくい項目が存在する可能性がある。そのため、本節では項目別

の評定者間一致性、つまり、経験年数区分の違いが個々の項目の回答傾向に与える影響につ
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いて調査する。具体的には、傾向スコアマッチングを用いて共変量による影響を調整した上

で、経験年数5年未満と5年以上による回答傾向の違いを仮想事例別・項目別に比較する。 

 

6.5.1 使用データ 

まず、Web調査表のパート1およびパート2より得たデータにおいて、本節の分析で用いる

共変量を表6.5.1の通りに決定した。本節では、これらの共変量およびパート2の仮想事例に

対するアセスメント項目の評価に欠損のないデータを抽出し、分析に用いる。この抽出の結

果、経験年数5年未満のデータが949件、経験年数5年以上のデータが430件抽出された。この

データより、表6.5.1に示した共変量を用いて傾向スコアを算出した後、サンプルを経験年

数5年未満と5年以上の群に分け、傾向スコアマッチングを実施する。その後、経験年数区分

の違いにより20個の必須アセスメント項目の回答傾向が異なっていたかどうかをカイ2乗検

定により検定する。 

表6.5.1 本節にて用いる共変量の一覧 

 
 

6.5.2 使用データの基礎集計 

 まず、用いる変数の基本統計量を示す。表6.5.2は使用する変数のうち、数値データに関

する基本統計量である。表6.5.3はカテゴリカルデータのデータ数であり、組織ダミー、シ

ート利用ダミーそれぞれについて0と回答したデータ数と1と回答したデータ数を記載してい

る。なお、どちらもデータ数は1379件である。 

 

表6.5.2 基本統計量（数値データ） 
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表6.5.3 データ数（カテゴリカルデータ） 

 
 

6.5.3 回答者属性による回答傾向の比較結果（傾向スコアマッチング） 

傾向スコアを用いたマッチングの結果、経験年数5年未満の群と5年以上の群にそれぞれ43

0ずつ、合計860のデータセットが得られた。このデータセットについての分析結果を以下に

示していく。まず、表6.5.4はマッチング前後での各共変量の標準化平均差を示している。 

 

表6.5.4 各共変量の標準化平均差 

 
 

 前述の通り、2群間の共変量のバランスが取れていることを確認する際、各変数における

標準化平均差は0.1以下であることが推奨されている。ここで、表6.5.4より、20歳未満人口

割合、組織ダミー、シート利用ダミーについて標準化平均差は0.1を上回る結果となった。

また、マッチング前後での標準化平均差を比較すると、概ねマッチング後の方が標準化平均

差は小さくなっており、マッチング後の方が共変量のバランスが取れていることが分かる。

しかし18歳未満在住比率についてはマッチング前に比べマッチング後の標準化平均差が大き

い結果となった。 

続いて、マッチング後の経験年数5年未満の群と5年以上の群について、仮想事例別に20個

の必須アセスメント項目に関する回答の傾向に違いがあるかどうかの調査結果を示す。マッ

チングを行った後のデータセットを用いて、仮想事例別、項目別に経験年数5年未満と5年以

上での回答比率を集計した。表6.5.5は仮想事例1から仮想事例3、表6.5.6は仮想事例4から

仮想事例6、表6.5.7は仮想事例7から仮想事例9、表6.5.8は仮想事例9から仮想事例12におけ

る結果を示している。なお、各仮想事例のデータ数は表6.5.9に示した。 
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表6.5.5 経験年数5年未満と5年以上での 

アセスメント項目1〜20の回答比率（仮想事例1-仮想事例3） 

 
 

 

  

事例1 事例2 事例3
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表6.5.6 経験年数5年未満と5年以上での 

アセスメント項目1〜20の回答比率（仮想事例4-仮想事例6） 

 
 

  

事例4 事例5 事例6
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表6.5.7 経験年数5年未満と5年以上での 

アセスメント項目1〜20の回答比率（仮想事例7-仮想事例9） 

 
 

  

事例7 事例8 事例9
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表6.5.8 経験年数5年未満と5年以上での 

アセスメント項目1〜20の回答比率（仮想事例10-仮想事例12） 

 
 

表6.5.9 仮想事例別での回答者(組織)数 

仮想 

事例番号 

回答者属性別 回答者(組織)数 合計回答者

(組織)数 経験年数5年未満 経験年数5年以上 

1 58 42 100 

2 23 24 47 

3 57 54 111 

4 25 27 52 

5 44 52 96 

6 19 25 44 

7 45 50 95 

8 21 24 45 

9 48 45 93 

10 23 24 47 

11 45 45 90 

12 22 18 40 

事例10 事例11 事例12
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また、それぞれの項目について、経験年数5年未満と5年以上で回答に統計的に有意な違い

が存在するかを確かめるために自由度2、有意水準5%でのカイ2乗検定を行った。表6.5.10は

その結果である。なお、各行はアセスメント項目、各列は仮想事例番号を示し、セル内の上

側の値は𝜒2値、下側の値はp値を示している。また、有意水準5%で有意（p値<0.05）だった

箇所を赤字で表示している。 

 

表6.5.10カイ2乗検定の結果 

（上の値が𝜒	2値、下の値がp値、有意水準5%で有意だった箇所を赤字で表示） 

 
 

 表6.5.10より、仮想事例1においては項目1、2、6、8、9、13、5、20、仮想事例2において

は項目1、4、6、仮想事例3においては項目1、2、4、13、15、19、仮想事例4においては項目

2、3、17、仮想事例5においては項目2、4、8、13、16、18、仮想事例6においては項目1, 2, 

3、4、5、7、12、仮想事例7においては項目1、2、4、6、19、仮想事例8においては項目3、1

3、15、仮想事例9においては項目2、9、16、17、仮想事例10においては項目13、仮想事例12

においては項目3、8、15の有意差が確認された。なお、仮想事例11 においてはどの項目に

おいても有意差は確認されなかった。 

また、上記の結果を踏まえて、項目別にいくつの仮想事例において有意差が確認されたか

を集計した。表6.5.11では、全部で12事例存在する仮想事例のうち、カイ2乗検定において

有意水準5%で有意差が見られた事例数を項目ごとに示した。 
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表6.5.11 経験年数5年未満と5年以上で解答に違いが見られた事例数 

（アセスメント項目別） 

 
 

 表6.5.11を見ると、項目1、2、4、13は経験年数5年未満と5年以上で回答に違いが見られ

た仮想事例数が多い。特に項目2は半数以上の事例において回答に違いが見られた。そのた

め、これらの項目は該当、非該当、不明の判断基準が経験年数によって異なる可能性が考え

られる。一方で項目10、11、14はどの事例においても違いは見られず、経験年数5年未満と5

年以上という区分のもとでは、回答に違いがあるとはいえない。 

 

6.6 考察（傾向スコアマッチング） 

 上記の結果より、まずは特に多くの仮想事例で有意差が見られたアセスメント項目2につ

いて、各仮想事例における回答比率の傾向を見ながら考察を行う。項目2において有意差が

見られた仮想事例は1、3、4、5、6、7、9であるが、仮想事例1, 5においては経験年数5年以

上の方が「該当」と回答する比率が高く、「不明/情報未取得」と回答する比率が低くなっ
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ている。一方、仮想事例3、7、9は経験年数5年未満の方が「該当」と回答する比率が高く、

「不明/情報未取得」と回答する比率が低くなっている。仮想事例4、6については「該当」

と回答する比率は同程度で、経験年数5年未満の方が「非該当」と回答する比率が高く、

「不明/情報未取得」と回答する比率が低くなっている。ここで、項目2の内容は「過剰なし

つけ/体罰での暴力/正座等の強制/暴力のほのめかし」と、主に暴力行為の有無について問

う項目であるが、この暴力行為について、仮想事例1では『「パパ（内縁男性）が叩いた」

と本児が言った』、仮想事例5では『本児が泣き止まない場合に母が叩くこともあり』と、

暴力行為が発生していることが文章で明示的に示されている。一方、その他の仮想事例(3、

4、6、7、9)については、暴力行為が発生していることを暗示的に示すような事例も存在す

るものの、どの事例においても明示的に示す文章は存在していない。この結果から、文章に

おいて暴力行為の発生が明示的に示されている場合に、経験年数が5年以上の方がより「該

当」と回答し、一方で暗示的もしくは示されていない場合は、「該当」と回答する比率は同

程度か、経験年数5年未満の方が高いことが分かる。 また、仮想事例によってどちらの群の

回答比率が高いかは異なるものの、どの仮想事例においても経験年数5年未満と5年以上で

「不明/情報未取得」と回答する比率に差があることが分かる。これらの結果から、項目2に

おいては経験年数5年以上の群の方が、より文章中に明示的に示されている事象にのみ「該

当」と回答する傾向があることが示唆される。 

 次に、有意差の多く見られた項目である項目1、4、13に着目し、項目2と同様に回答比率

について考察を行う。まず項目1に着目し、各仮想事例における回答比率を見ると、有意差

が見られた事例の内、仮想事例1、2、3、6では経験年数5年以上の方が「該当」の回答比率

が高い。一方、仮想事例7は逆に経験年数5年未満の方が「該当」の回答比率が高い。また、

有意差は見られなかった残りの仮想事例の全てにおいても経験年数5年以上の方が「該当」

の回答比率が高い。このことから、経験年数5年以上の方が「支援/介入の困難/資源不足」

について、より「該当」と回答しやすい傾向があることが示唆される。 

 同様に、項目4に着目して各仮想事例における回答比率を見ると、有意差が見られた事例

における「該当」と「非該当」の回答比率は仮想事例により差があるものの、「不明/情報

未取得」については仮想事例2、3、5、6において5年以上の方が高く、残りの仮想事例7につ

いても経験年数5年未満と5年以上でほぼ変わらないことが分かる。ここで、項目4の内容は

『児童の情緒的問題/対人距離/愛着課題がある』と、主に児童の養育者や周囲の大人に対す

る情緒について問う項目であるが、有意差の見られた仮想事例2、3、5、6、7については文

章中に児童の情緒について明示的に書かれた文は存在しない。この結果から、項目4におい

ても項目2と同様に、経験年数5年以上の群の方がより文章中に明示的に示されている事象に

のみ「該当」と回答する傾向があることが示唆される。 

 また、項目13に着目し、各仮想事例における回答比率を見ると、こちらも有意差が見られ

た事例における「該当」と「非該当」の回答比率は仮想事例により差があることが分かる。

具体的には、「不明/情報未取得」については仮想事例1、3、8、10において5年以上の方が

高く、残りの仮想事例5についても経験年数5年未満と5年以上でほぼ変わらないことが分か

る。ここで、項目13の内容は『精神科既往歴/不安定/判断力の減退/養育困難』と、主に養

育者の精神的な問題について問う項目であるが、有意差の見られた仮想事例のうち、1、8、

10については文章中に養育者の精神状態について書かれている文章が存在する。そのため、

経験年数5年未満と5年以上では、養育者が精神的問題を抱えていると職員が判断する基準が

異なる可能性がある。 
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上記より、経験年数が5年未満と5年以上の群では「明示的」か「非明示的」に示されてい

るかによって、該当と答えるかどうかに差がある。5年以上の場合、明示的に示されている

事象にのみ「該当」と回答する傾向がある。この結果について、5年以上の場合、「虐待誤

認」の恐れも持つことで、虐待と判断することを躊躇した結果や、十分な経験に基づく精査

の結果によりこのような傾向が見られた可能性がある。一方、5年未満の場合、「虐待見落

とし」に対する恐れから、過剰に虐待と判断している可能性がある。したがって、非明示的

な事例について判断を行う場合、経験年数の異なる職員にてチーム編成し、アセスメントを

行った上で判断することが望ましいと考えられる。  
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第7章 全国調査結果(3): セーフティアセスメントツールの予

測的妥当性 

【第7章の概要】 

本事業で開発するセーフティアセスメントツールを一時保護の判断に用いるためには、そ

れが重篤であるかどうかの判断材料となりえるのか、実際の事例で確かめる必要がある。具

体的には、それぞれのアセスメント項目が該当した際に、重篤な事例であるかの予測に寄与

するかどうか、すなわち「予測的妥当性」を検証する必要がある。本章では、Web調査のパ

ート3で得られた実事例アセスメント回答データを用いて、セーフティアセスメント項目の

予測的妥当性について検討する。 

本章では機械学習を用いてリスク予測モデルを構築したのち、そのモデルの予測性能を参

照することで、項目の予測的妥当性を評価する。結果としては、セーフティアセスメント項

目の回答データから、その事例が重篤事態であるか否かを60%〜70%の精度で予測できること

を確認した。第8章では、この精度のもとで、重篤事態の予測に貢献する項目を抽出し、セ

ーフティアセスメントツールを作成する。 

将来的には、これらの技術を現場に導入し、人による一時保護の判断を補助することで、

迅速かつ正確なセーフティアセスメントの実現を目指す。 

 

7.1 目的: 重篤事態に対するセーフティアセスメントツールの予測的妥

当性 

 重篤な虐待事態に対するセーフティアセスメントツールの構成に際して、その予測的信頼

性と妥当性を評価する必要がある。本章では第4章の解析で使用された131項目のセーフティ

アセスメント項目（巻末資料参照）に関して、重篤事態もしくは重篤な虐待種別の予測的妥

当性を評価する。評価方針としてはまず、Web調査により得られた実事例における回答パタ

ーンのデータを用いて、セーフティアセスメント項目の回答パターンから重篤事態もしくは

重篤な虐待種別を予測する機械学習モデルを構築する。その後、構築された機械学習モデル

の予測精度から、セーフティアセスメント項目の予測的妥当性について評価を行う。 

予測的妥当性に加えて、131項目のセーフティアセスメント項目のうち、どの項目が重篤

事態もしくは重篤な虐待種別の予測に貢献しているかをSHAP (SHapley Additive exPlanati

ons)により評価した(Scott & Lee, 2017)。SHAPによる予測的貢献度の指標は8章の「セーフ

ティアセスメントツールの項目選定」において重要な役割を果たす。 

 

7.1.1 一般的な妥当性の評価手続き 

  妥当性とは、アンケート項目などに対し、測定や評価を通し、本当に測定･評価したいも

のを測定できているかを表した指標である。妥当性は相関の有無をもって判断されるが、ど

のような変数との相関を検討するかによって、どのような妥当性を検討しているかが異なる

多義的な指標である。例えば、測定したいものと類似の構成概念との相関の強さを基に妥当

性を判断する指標は収束的妥当性と呼ばれる。一方で、対の構成概念との逆相関の強さを基
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に妥当性を判断する指標は弁別的妥当性と呼ばれる。また、将来(先)の事象との相関の強さ

を基に妥当性を判断する指標は予測的妥当性と呼ばれる。 

 

7.1.2 子ども虐待対応に係るアセスメントツールの妥当性評価について 

  本研究では、セーフティアセスメント項目の妥当性を予測的妥当性の観点から検討する。

本研究で用いるセーフティアセスメント項目は、国内外の児童虐待に関するアセスメント項

目を網羅的に収集したものである。そのため、同様のアセスメント項目を用いる収束的妥当

性の検討を行おうとした場合、そもそもそのアセスメント項目の妥当性が不十分である可能

性があり、本研究の趣旨に合わない。弁別的妥当性についても同様である。また、これらの

外的基準に生理指標などを採用して妥当性を検討することも可能であるが、事例に紐付いた

生理的指標を各関係組織が有している場合はほぼ存在しないので、これも困難である。以上

の理由から、本研究では、各実事例が重篤であったかどうかの判断をセーフティアセスメン

ト項目から予測する。これにより、各セーフティアセスメント項目の妥当性についての検討

と議論を行う。 

 

7.2 方法 

7.2.1 データ処理・集計方法 

 本章では、Web調査のパート3（3.3.3章を参照）により得られた1447件の事例アセスメン

トデータを使用する。これらのデータは全国の市区町村役所児童虐待対応担当部署470箇所

と児童相談所129箇所の各自治体が対応した事例情報を元に構成されている。それぞれの事

例において、対象となるアセスメント項目への回答に加え、その事例が重篤な事例であるか

否か（一時保護（もしくは送致）を行ったか否か）の回答結果が含まれている。さらに、重

篤な事例である場合は、巻末資料(調査票の設問C01_11)に示された重篤種別それぞれについ

ての該当状況が報告されている(複数回答式)。 

各自治体には最大20事例を上限として、可能な限り「一時保護（もしくは送致）を積極的

に検討したが一時保護（もしくは送致）を実施しなかった事例」と「一時保護（もしくは送

致）を積極的に検討した結果、一時保護（もしくは送致）が実施された事例」の両方を含め

てもらうこととした。なお、Webフォームの入力においては、その実事例の通告から保護判

断までを担当した職員等、またはそれを指導・監督した職員等が回答内容を作成するよう求

めた。このとき、担当事例に対して131項目すべてのアセスメント項目の回答を依頼するこ

とは叶わない。そのため、各実事例に対してどのセーフティアセスメント項目を提示するか

は、パート2と同様に下表の通り提示した。各回答グループに巻末資料のセーフティアセス

メント項目表の1-20の共通項目を提示したのち、表7.1に記載している独自項目番号の項目

を18〜19項目提示した。すなわち、各回答グループが、事例基礎情報を回答した後、計40項

目程度のアセスメント項目に回答したことになる。具体的には、重要項目である項目番号1-

20(共通項目)については、全組織から該当状況の報告を求めた。そして、共通項目以外の項

目(独自項目)については、18〜19個の項目で分割構成された6つの項目群のうち、いずれか

一つのグループに含まれる各項目への回答を求めた。 
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表7.1 各回答グループに割り当てられた評定アセスメント項目(独自項目)の対応表 

 
※各グループ内の児相･市区町村比を同数になるよう調整して、項目数に関してもグループ間で同数となるように対応させて

いる。 

 

7.2.2 基礎集計・母集団との対応確認 

 まず初めにWeb調査（パート3）で集まった実事例について各情報の基礎集計を行う。具体

的には、児童年齢、主たる養育者年齢、主たる虐待者種別、その他の基礎情報（過去の係属

歴、DV・面前暴力、特定妊婦、一時保護・児相送致実施）、重篤な虐待者種別に関して、そ

の度数分布または該当件数を示す。さらに、今回の予測対象である重篤種別の分布に関して

は、集まったデータが母集団を十分に近似しているかを確認する。そのために、厚生労働省

による先行調査である「児童相談所での児童虐待相談対応件数＜速報値＞（令和元年度）

（https://www.mhlw.go.jp/content/000696156.pdf, Last accessed 2021.03.26）」との比

較を行う。 

 

7.2.3 機械学習によるリスク予測モデリング 

 本調査では、セーフティアセスメント項目の回答パターンから重篤事態もしくは重篤種別

を予測するモデルとしてeXtreme Gradient Boosting(XGBoost) を採用する。再掲になる

が、XGBoostとは、勾配ブーストと呼ばれる最適化アルゴリズムを用いた機械学習手法の一

種であり、対象が観測されるパターンを条件分岐の形式で捉えるモデルである(Chen,C. & G

uestrin, C., 2016)。このモデルの特徴は予測性能が比較的高い点と結果の解釈性に優れて

いる点である。 

 本調査では、131のセーフティアセスメント項目それぞれに該当しているか否かの二値を

説明変数とした。また、その事例が重篤事態であるか否かの二値、もしくは対象とする重篤

な虐待種別に該当するか否かの二値を目的変数とする。ここで、セーフティアセスメント項

目の回答が非該当である場合と不明・情報未取得の場合はどちらも“該当しない”という扱

いをした。 

 XGBoostモデルの主要なハイパーパラメータ(学習条件)は、すべての予測対象において学

習率(eta)を0.05に固定した。その他の主要なハイパーパラメータである(1)条件分岐の最大

の深さ(max_depth)、 (2)分割によるノード重み上限(min_child_weight)、 (3)データ不均

衡対策の重み(scale_pos_weight)についてはグリッドサーチ(Grid Search) を用いて、後述

する予測精度の一つであるPR曲線下面積(AUCPR)が最大化する組み合わせを選んだ。ブース

ティングのラウンド数(num_round)についてはGrid Searchにおける一回一回の試行におい

て、交差検証法(6-fold cross validation)により最適な値を決定した。その他のハイパー

児童相談所 市区町村 各グループ合計 共通項⽬ 独⾃項⽬数 合計項⽬数
回答グループ1 36 316 352 1~20 19 39 23 26 27 29 34 35 42 43 48 52 54 62 63 64 76 91 93 97 98
回答グループ2 36 317 353 1~20 19 39 21 40 41 55 56 59 65 67 70 71 79 86 88 90 101 116 117 119 123
回答グループ3 35 316 351 1~20 18 38 25 30 36 38 46 47 50 57 58 73 75 77 89 94 96 122 125 130
回答グループ4 36 316 352 1~20 18 38 24 32 44 45 60 66 80 82 85 87 92 99 100 102 103 105 109 110
回答グループ5 36 316 352 1~20 19 39 22 28 51 53 61 68 72 84 95 106 108 111 112 114 115 118 120 124 126
回答グループ6 35 314 350 1~20 18 38 31 33 37 39 49 69 74 78 81 83 104 107 113 121 127 128 129 131
合計 214 1895 2110 20 111 131

備考(独⾃項⽬番号)
表 各回答グループの割り当て表および評定項⽬数
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パラメータは、R言語におけるxgboostパッケージの標準設定値を利用した(Chen, T. & Gues

trin, C., 2016)。 

 機械学習をトレーニングする際は、手元にあるデータを(1)学習データ(training)、(2)ハ

イパーパラメータ調整用のデータ(validation)、(3)性能評価用のデータ(test)にそれぞれ7

5%、15%、10%の割合で無作為に分割して作成した。このとき、重篤事態に該当する事例が学

習データに少数しか含まれない場合(クラス不均衡)、解析結果に偏りが生じる恐れがある。

これによる予測精度の低下を緩和するため、モデルを学習する際はクラスごとの事例数に応

じた重み (scale_pos_weight) を誤差関数に付与した。 

 なお、本調査ではL1正則化付き回帰(LASSO)も実施したが、最終的な予測精度はXGBoostが

上回ったため、XGBoostの結果を採用した。 

 

7.2.4 予測的妥当性の評価指標 

 重篤事態に対する予測性能を評価する指標として、第4章でも用いたPR曲線下面積(Area U

nder the Precision-Recall Curve: AUCPR)を採用する。AUCPRは、横軸に再現率(Recall)、

縦軸に適合率(Precision)を取り、機械学習が出力する予測スコアの判別閾値を変化させた

時に現れる曲線(PR曲線)で区切られた範囲下の面積を用いた指標である。0から1までの値を

取り、値が大きいほど高い予測性能を有することを示す。クラス不均衡データでもバイアス

が混入しにくいことから、機械学習研究における性能評価指標として利用が推奨されている

(Sofaer et al., 2019)。 

 

7.2.5 予測的貢献度の評価指標 

 各セーフティアセスメント項目が重篤事態もしくは重篤種別の予測にどの程度貢献してい

るかを示す評価指標として、SHAP (SHapley Additive exPlanations) を採用する（Scott & 

Lee, 2017）。本章でのSHAPは、重篤な事態の予測に貢献した場合は正の値を取り、重篤で

ない事態の予測に貢献した場合は負の値を取る数量指標である。その貢献度が大きいほど絶

対値も大きくなる。 

 なお、予測的貢献度は本章の目的から逸脱するが、第8章の目的である項目選定において

重要な役割を果たす。機械学習による解析結果を一つの章にまとめるため、便宜上、本章で

予測的貢献度の結果について報告する。 

 

7.3 結果Ⅰ：基礎集計 

 最初に回収率・欠損・除外データについて述べたのち、いくつかの基礎情報に関する集計

を列挙していく。 
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7.3.1 回収率・欠損・除外データ 

Web調査のパート3において、回答者区分ごとに集計をとった結果、市区町村からは733

件、児童相談所からは714件の実事例データを得た。集まった回答データにおいて、重篤な

虐待種別の回答が欠損値の場合は非該当であるとして処理している。一方で、セーフティア

セスメント項目の回答が欠損値の場合は不明／情報未取得として扱う。なお、他の章と同様

に、回答をいただいた中の4自治体に回答不備があったため、これらの回答データは本研究

の分析対象から除外した。 

 

7.3.2 児童年齢の基礎集計 

 Web調査（パート3）で集まった実事例に対して、児童年齢の度数分布を図7.1に示した。6

歳以上10歳未満(9歳以下)の小学校低学年に該当する児童が最も多く、全体の約24.1%を占め

た(350件 / 1447件)。市区町村13件、児童相談所6件、合計19件の児童年齢欠損データが含

まれた(約1.3%)。 

 

 
図7.1 Web調査（パート3）で集まった実事例における児童年齢の度数分布 

 

7.3.3 主たる養育者年齢の基礎集計 

 主たる養育者については、35歳以上40歳未満までの年齢区分が最も多く(520件)、全体の

約35.9%を占めた(図7.2)。また、市区町村14件、児童相談所5件、合計19件の欠損データが

含まれた(約1.3%)。 
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図7.2 Web調査（パート3）で集まった実事例における主たる養育者年齢の度数分布 

 

 

7.3.4 主たる虐待者種別の基礎集計 

 主たる虐待者種別では、市区町村および児童相談所で「実母」に該当する件数が最も多く

、全体の約53.9%を占めた(781件 / 1447件)。なお、(その他に含まれる内容を除き)最も少

なかったのは実母以外の母親であり、全体の約2.0%であった(29件 / 1447件)。最後に欠損

データは市区町村および児童相談所合わせて18件あり、全体の約1.2%であった(18件 / 1447

件)。図7.3に結果を示す。 

 

 
図7.3 Web調査（パート3）で集まった実事例における主たる養育者年齢の度数分布 
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7.3.5 その他の基礎情報項目の基礎集計 

 その他基礎情報項目として、虐待による過去の係属歴、DV・面前暴力、特定妊婦、一時保

護の実施（または市区町村の場合、児童相談所への送致に関する項目）を取得した。それぞ

れの該当件数を図7.4に示す。最も該当報告件数の少ない特定妊婦において、その該当率は

約12.4%となった(179件 / 1447件)。また、一時保護もしくは市区町村が児相送致を実施し

た事例の総数は1126件となり、全体の78.5%(1126件 / 1447件)を占めた。 

 

 
図7.4 Web調査（パート3）で集まった実事例におけるその他基礎情報の該当件数 

 

 

7.3.6 重篤な虐待種別の基礎集計 

 重篤な虐待種別ごとの該当件数を図7.5に示す。その他の重篤項目の報告事例数が最も多

く全体の44.7％（647件/1447件）を占め、重篤な性的虐待が最も少なく全体の13.2％（191

件/1447件）となった。なお、複数の虐待種別が併存している事例も存在することには留意

されたい。本章では「重篤な事例（重篤な虐待種別に一つでも当てはまる事例）か否か」を

予測対象とする解析と、それぞれの虐待種別において「その虐待種別に該当するか否か」を

予測対象とする2つの解析を実施した。 

  

 
図7.5 Web調査（パート3）で集まった実事例における虐待種別ごとの該当件数 
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7.3.7 虐待種別に関する母集団との対応確認 

 厚生労働省による全国調査である「児童相談所での児童虐待相談対応件数＜速報値＞（令

和元年度）」が虐待種別分布の母集団をよく近似していると仮定したうえで、その分布と本

調査での重篤な虐待種別の分布を比較した。比較に際して、2点注意しておくべき点があ

る。一つは、厚生労働省の全国調査では、虐待の重篤度にかかわらず集計を行っているのに

対し、本調査では重篤な事例に対象を絞っている点である。もう一つは、厚生労働省の調査

では「心理的虐待」を調査対象の一つにしているが、本調査ではその代わりに「その他の重

篤項目」を調査対象としている点である。こうすることで、重篤な心理的虐待を含めたより

広域な重篤項目を収集するようにしている。よって、厚生労働省の全国調査における「心理

的虐待」の項は「その他の重篤項目」に置き換えて比較を行った。図7.6にそれぞれの調査

における虐待種別の割合を示した。性的虐待とその他の重篤項目について10ポイント以上の

差が見られ、それ以外の項目では本調査における件数の割合がやや大きく出ている。これは

先述したように、本調査が重篤な虐待を対象としており、比較的重篤な事態になりにくい心

理的虐待が重篤でない事例に含まれていることに依ると推測できる。これを考慮すると、両

者の虐待種別の分布はおよそ対応関係があると考えられる。 

 

 
図7.6 虐待種別ごとの割合 厚生労働省による全国調査との比較 

 

7.3.8 重篤な虐待種別の併存 

 ここでは、重篤な虐待種別の併存について基礎集計を行う。まず、図7.7に虐待種別が複

数併存した事例の報告件数をその併存数ごとに示した。参考のため重篤でない事例（併存数

が0）と、虐待種別が併存していない事例（併存数が1）の報告件数も同時に示した。併存数

が大きくなるごとにその件数が減っていることが見てとれる。 

 

 
図7.7 併存数別の該当件数 
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 次に、2つの虐待種別が併存する事例において、どの組み合わせの虐待種別が報告された

かを見る。図7.8に組み合わせごとの報告件数をクロス集計で示した。ここから、「その他

の重篤項目」が他の虐待種別と併存する頻度が高いことが見てとれる。これは「その他の重

篤項目」が広義な虐待を含んでいるためと推測できる。中でも、「重篤な身体的虐待」と

「その他の重篤項目」の併存頻度が最も高く143件の報告があった。 

 

 
図7.8 2つの虐待種別が併存する事例における組み合わせとその件数 

 

 また、3つの虐待種別が併存した実事例において、その組み合わせごとの該当件数を表7.2

にまとめた。サンプルサイズが十分とは言えないが、性的虐待以外の3つの虐待種別が併存

するパターンが最も多く31件の報告があった。性的虐待は他の虐待種別と併存しにくいとの

推測がたてられるが、そもそも性的虐待に該当する事例の報告が少ないため、確かではな

い。 

 

表7.2 3つの虐待種別が併存した実事例の組み合わせとその件数 

併存した３つの虐待種別 件数（件） 

 重度ネグレクト 性的虐待 その他の重篤項目 14 

重篤な身体的虐待  性的虐待 その他の重篤項目 8 

重篤な身体的虐待 重度ネグレクト  その他の重篤項目 31 

重篤な身体的虐待 重度ネグレクト 性的虐待  0 

  

0
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レク
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 105 

7.4 結果Ⅱ：機械学習による解析 

7.4.1 リスク予測モデリングの予測性能（重篤事態の予測） 

 7.2.3項で述べたように、Grid Searchと6-fold 交差検証を用いてハイパーパラメータを

調整したうえで、セーフティアセスメント項目の回答パターンから重篤な虐待事例を予測す

るモデル（XGBoost）を構築した。調整後のハイパーパラメータは max_depth=5、 min_chil

d_weight=4、scale_pos_weight=0.273となった。 

検証用データに対する予測モデルのPR曲線（Precision-Recall Curve）を図7.9に示す。

7.2.4項で紹介したように、PR曲線下面積は0から1の値を取り、1に近いほど予測能力が高い

と言えるが、今回、その値は0.876となった。また、判別闘値を0.5とした際、「実際に重篤

な事例のうち機械学習が重篤な事例であると正しく予測できた割合」を示すRecallは0.63

2、「機械学習が重篤であると予測した事例のうち、実際に重篤な事例であった割合」を示

すPrecisionは0.857となった。最後に「与えられた重篤な事例とそうでない事例（すべての

性能評価用データ）のうち、機械学習がそれらを正しく予測した割合」を示すAccuracyは0.

630となった。クラス分類問題で頻繁に使われる予測評価指標のいくつかを表7.3にまとめ

る。 

 

 
図7.9 XGBoostによる重篤な虐待事例の予測精度（PR曲線） 
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表7.3 判別闘値を0.5とした際の予測精度の評価指標（重篤事態） 

 
 

Precisionの値がRecallやAccuracyの値に比べて大きくでているのは、今回集まったデー

タにおいて、重篤でない事例のサンプルサイズが全体の21.7％と少ないことに起因する。サ

ンプルサイズに起因する評価指標の偏りは、真のラベル（実際の事例が重篤であるか否か）

と機械学習の予測を軸にとったクロス集計（混同行列）を見ることでも確認できる。ここで

は、性能評価用のデータにおけるモデルの予測を用いて混合行列を評価した（図7.10）。サ

ンプルサイズの偏りは「機械学習が重篤でないと予測した事例のうち、実際に重篤でない事

例の割合（Negative Predictive Value）」が0.322と低く出ていることにも影響している。

一方で「実際に重篤でない事例を機械学習が正しく重篤でないと予測できた割合（Specific

ity）」は0.625となり、RecallやAccuracyと同程度の値が得られている。このことから、今

回構築したモデルは、60%〜70%ほどの正答率であると言える。しかし実用上は、実際に重篤

な事例のうち42件(36.8%)の予測に誤りがある点は問題である。それぞれのクラスの予測精

度を均衡に保ちつつ、全体の予測精度を向上させるには、今後データを蓄積しサンプルサイ

ズを増やすことが推奨される。 

 
図7.10 XGboostの予測に対する混同行列 
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7.4.2 リスク予測モデリングの予測性能（重篤な虐待種別の予測） 

 7.4.1項では、重篤事態の予測を対象としたXGBoostモデルの結果を報告した。本項では同

様に、それぞれの重篤な虐待種別を予測対象としたXGBoostモデルの結果を報告する。例え

ば「重篤な身体的虐待」を予測対象とした時は、それに該当するか否かが目的変数であり、

131のセーフティアセスメント項目の回答パターンが説明変数となる。表7.4にそれぞれの予

測対象における予測性能指標の結果を示す。重篤事態の予測ではそれに該当する事例が学習

データの多数を占めていたが、虐待種別の予測ではそれに該当する事例が少数となっている

（7.3.6項 図7.5を参照）。そのため、前項で示した重篤事態の予測性能指標（表7.3）と本

項で示した表7.4は単純な比較が出来ないことに留意されたい。 

 学習データに含まれる該当事例数の偏り（クラス不均衡）がとくに顕著な「重度ネグレク

ト」と「性的虐待」ではAUCPRの値が低い。また、Precisionの値も低くなっていることか

ら、クラス不均衡の影響が予測性能の低下を引き起こしている可能性が指摘される。この問

題を解決するには、今後データを蓄積しサンプルサイズを増やすことが推奨される。 

 

表7.4 判別闘値を0.5とした際の予測精度の評価指標（重篤な虐待種別ごと） 

 
 

7.4.3 セーフティアセスメント項目の予測的貢献度（重篤事態の予測） 

 以上の項ではセーフティアセスメント項目の回答パターンから重篤な虐待事例を予測する

モデルを構築した。本項では、どのセーフティアセスメント項目がより予測に貢献している

かを評価する。これらは、第8章で行うセーフティアセスメントツールの項目選定において

参照可能な指標となる。ここでは、7.2.5項で述べたように、SHAPを予測的貢献度の指標と

する。SHAPはサンプルごとの各セーフティアセスメント項目について算出される。また、セ

ーフティアセスメント項目ごとにSHAPの絶対値をサンプルについて平均したものはGlobal S

HAPと呼ばれる。この値が大きいセーフティアセスメント項目は予測に与える影響がより大

きいと言える。 

 すでにハイパーパラメータの調整は済んでいるので、得られたデータのすべて（1447件）

を用いてXGBoostの学習を行い、そのSHAPを評価した。表7.5に、Global SHAPが大きいセー

フティアセスメント項目を上から順に35項目まで示した。重要項目である項目番号1〜20

が、比較的上位にあることが分かる。しかし、重要項目はその他の通常項目に比べて欠損値

が少ないことには留意されたい。 これは調査設計上、重要項目に関してはすべての対象組
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織に回答をもらっている一方、その他の通常項目に関してはランダムに選ばれた特定の組織

にのみ回答をもらっていることに依る。それぞれの項目の詳細については巻末資料を参照さ

れたい。 

なお、データを分割する際のランダムネスや、XGBoostの構築における初期値のランダム

ネスはリスク予測モデリングの予測精度に大きな影響を与えない。しかし、Global SHAPの

値が比較的低い項目（貢献度の低い項目）に関しては、そのGlobal SHAPがランダムネスに

影響を受けやすい（分散が大きい）。そのため、その点については結果の解釈の際に留意す

る必要がある。 

 

表7.5 重篤事態の予測におけるGlobal SHAP 上位35項目 
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 次にこれら上位35項目について、学習に使ったデータ（1447件）から300件のサンプルを

ランダムに抽出し、そのSHAPをプロットした（図7.11）。あるデータ点について、そのセー

フティアセスメント項目が該当（+1）する場合は橙色、非該当／情報未取得（-1）の場合は

水色の点で表現されている。SHAPが正の場合は重篤な事態の予測に貢献し、負の場合は重篤

でない事態の予測に貢献することを意味する。つまり、橙色（該当）の点が正に分布し、水

色の点（非該当／情報未取得）が負に分布しているセーフティアセスメント項目（例えば、

項目番号1）は、その項目に該当した際に重篤な事態の予測確率が高まると解釈できる。一

方、その正反対の分布の場合（例えば、項目番号19）はその項目に該当した際に重篤な事態

の予測確率が下がると解釈できる。 

 

 
図7.11 重篤事態の予測におけるSHAP（Global SHAP上位35項目） 

 

このように該当した際に重篤な事態の予測確率が下がる項目を仮に緩衝項目と呼ぶことに

すると、これらはGlobal SHAPを見ただけでは観測されない。そこで、項目番号𝑗に対する”

Signed Global SHAP”を以下のように定義する。 
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Φ% =
1

𝐷
I𝑥%

(")𝜙%
(")

(

")1

 

（式7.1） 

ここで、𝐷はサンプルサイズ、𝑥%
(") ∈ L−1, +1M は	𝑖番目のデータ点における𝑗番目のセーフ

ティアセスメント項目に該当する(+1)か否か(-1)を表す2値変数、𝜙%
(") ∈ ℝはそれに対応する

SHAPである。式7.1から分かるように、データの中で𝑥%
(")
と𝜙%

(")
が同符号である頻度が高い

と、Signed Global SHAPは正に大きな値をとる（例えば、項目番号1）。逆に𝑥%
(")
と𝜙%

(")
が異

符号である頻度が高いと、負に大きな値をとる（例えば、項目番号19）。これは𝑥%
(")
と𝜙%

(")

の相関関係を評価していると言い換えることもできる。ここで、単にSHAPの絶対値平均をと

ったGlobal SHAPは「予測に与える影響」という情報を持っているのに対し、Signed Global 

SHAPは「予測に与える正負の影響」という情報を持っており、緩衝項目になり得る傾向を持

つセーフティアセスメント項目を検出することができる。 

Global SHAPの値が大きい順に上位35項目に対してSigned Global SHAPをプロットしたの

が図7.12である。これを見ると、上位35項目のうち12項目でSigned Global SHAPが負となっ

たことが分かる(図7.12の中でも、Signed Global SHAPが負となった上位10項目を表7.6に示

した)。これらの項目はこの予測モデルにおける緩衝項目、つまりその項目に該当した場合

に重篤である確率が下がる項目である。しかし、今回のセーフティアセスメント項目はそも

そも、アセスメント項目だけを含んでいると想定している。例えば、Signed Global SHAPが

負の値になる「項目番号19：不適切な養育環境」について言えば、不適切な養育環境のほう

が、適切な養育環境に比べて、重篤な虐待事例が起こりやすい環境である。それにもかかわ

らず、この項目が予測モデルにおいては重篤である確率を下げる項目になっている原因とし

ては、ハイコンテクストな要因が関わっていると考えられる。先の項目番号19の例で言え

ば、「不適切な養育環境であることを開示する養育者は支援者との信頼関係が強く、支援者

と密な連携を取ることで重篤な事態を避けやすい」などのストーリーが想定できる。もちろ

ん、これが唯一のストーリーではないが、こういった要因が積み重なり、緩衝項目になって

いる可能性がある。また、別の要因としては、事例のサンプルサイズ不足によるノイズやバ

イアスの混入が考えられる。これは特に、Global SHAPの値が低い項目に影響を与えやす

く、今回集まったデータにおいて、「たまたま」緩衝項目として評価された可能性もある。 
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図7.12 重篤事態の予測におけるSigned Global SHAP（Global SHAP上位35項目） 

 

表7.6 重篤事態の予測におけるSigned Global SHAPが 

負の値になる項目（Global SHAP上位10項目） 

 
 

XGBoostを用いた重篤事態の予測に対するSigned Global SHAP 
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 機械学習による予測モデルにおいて、各緩衝項目は、その該当を以て重篤事態の発生・併

存を予測することに貢献しない。しかし以下のようなシナリオが各項目から想定されるた

め、現場で使用する際に、上記の項目に複合してチェックが入れられている場合には注意す

る必要がある。 

  例えば、項目番号19の「不適切な養育環境」に該当している場合、身体的、心理的、性的

虐待、ネグレクトのいずれかが生じている家庭環境、もしくは、身体的、心理的、性的虐

待、ネグレクトにエスカレートして繋がる行為や状態が慢性的に生じている家庭環境であ

る。そのような家庭環境に加えて、項目番号32のような学業上での課題を抱える項目に該当

している場合、学校において児童虐待の悪影響が表出されている可能性がある。例えば、子

どもの学習意欲が減退したり、学業成績が悪化したりするシナリオがありえる。したがっ

て、上記の複数の項目に複合してチェックが入れられている場合には、注意して対応する必

要がある。 

ここで、本節のSHAPを用いた分析においては限界が存在する。 SHAPはあくまで、予測モ

デルをブラックボックスとして扱い、その入力値と出力値だけに着目して予測的貢献度を評

価する手法である。つまりSHAPは貢献度の評価基準として確立された手法ではあるが、一方

でなぜそのような予測になったかを説明することはできない。さらに、個々のサンプルに対

するSHAPはある一つのセーフティアセスメント項目の貢献度を厳密に測ることができるが、

その統計的代表値であるGlobal SHAPとSigned Global SHAPに関しては、その限りでない。

また、本章で示したSHAPは予測精度(Accuracy)が6〜7割の予測モデルをもとに算出されてい

ることにも注意されたい。 

 

7.4.4 セーフティアセスメント項目の予測的貢献度（重篤な虐待種別ごとの予測） 

 本項では前項に引き続き、重篤な虐待種別それぞれの予測における、各セーフティアセス

メント項目の予測的貢献度について示す。前項で示した重篤事態の予測で貢献度の高かった

上位35項目はセーフティアセスメントツールの作成において優先度が高いとした上で、各虐

待種別の予測に特有でありかつ重要な項目を抽出する。これを見るため、虐待種別それぞれ

について各項目のGlobal SHAPが高い順に順位付けしたものから、前項で示した重篤事態の

予測で貢献度の高かった上位35項目を除き、その上位5項目を表7.7に示した。これらは、各

虐待種別の予測の際に特に注目すべき重要項目である可能性がある。 
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表7.7 各重篤種別の予測におけるGlobal SHAP上位5項目 

（重篤事態の予測における上位35項目を除いて） 
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有識者会議においてこれらの項目を「各虐待種別の予測に有用な可能性がある」として示

したところ、「現場の感覚とは合致しない」とのご指摘をいただいた。原因としては、第一

に各虐待種別の予測に貢献する項目は、重篤事態の予測に貢献するものとその大多数が重複

していることが挙げられる。第二に、7.4.2項でも述べたようにサンプルサイズの不足（ク

ラス不均衡）のために、モデルの予測精度が高くないことが原因として考えられる。ここ

で、現状の予測精度が低いモデルのもとでの予測的貢献度は良い指標にならない可能性があ

る。そのため、第8章の項目選定において、各虐待種別に関して任意入力部分は、削除する

こととした。なお、予測対象別にGlobal SHAPの高かった上位35項目を列挙した表は、巻末

資料に掲載している。適宜参照されたい。 

 

7.4.5 統合項目を使ったリスク予測モデリング（重篤事態の予測） 

 7.4.1項では重篤事態のリスク予測モデリング（XGBoost）に対して、その予測的妥当性を

評価した。また、7.4.3項では構築されたXGBoostを用いてGlobal SHAPを算出し、どのセー

フティアセスメント項目が重篤事態の予測に貢献しているか（予測的貢献度）を検証した。

本項ではさらに、第8章の目的であるセーフティアセスメントツールの作成を見据えて、予

測的貢献度が上位の項目のいくつかを統合し項目数の削減ができるかを検討する。 

統合する項目は、有識者が表7.5に示した35項目の中から「類似した内容を質問してい

る」と判断したペアを選択した。選択された項目を統合することで機械学習に入力する項目

数は減少するが、その際、予測性能に影響がでるかを検証する。 

上記で述べた通り有識者が統合できる項目を検討した結果、Global SHAP上位35項目のう

ち項目番号3と5、項目番号43と68はそれぞれ類似の質問内容であることから統合することと

なった。ここで、二つの項目を統合した統合項目は、どちらか一方の項目に該当した場合に

「該当」、どちらも非該当もしくは不明の場合に「非該当もしくは不明」であるとした（論

理和）。この統合を上記2つのペアに施した上で、7.4.1項と同様の手順でリスク予測モデリ

ングの予測性能を評価した。統合項目を使った際のPR曲線を図7.13に示す。また、代表的な

予測性能指標について、統合項目を使っていない結果（7.4.1項の結果）と統合項目を使っ

た結果の比較を表7.8に示す。表7.8の比較から、その予測性能に大きな差異はないことが分

かる。これは、今回選んだ統合項目のペアが、重篤事態の予測においては概ね類似した情報

を持っているためと考えられる。 
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図7.13  XGBoostによる重篤な虐待事例の予測精度（PR曲線） 

 

表7.8 統合項目の有無における予測性能指標の比較 

 
 

続いて、7.4.3項と同様の手順で各セーフティアセスメント項目についてGlobal SHAPとSi

gned Global SHAPを算出した。表7.9にGlobal SHAPの値が大きい順に上位35項目を列挙し

た。項目番号3と5の統合項目は順位33、項目番号43と68の統合項目は順位4に位置づけられ

ている。それ以外の項目に関しては、7.4.3項で示した順位とくらべて、多少の順位変化は

あるが大きな変化はない。このことから、セーフティアセスメントツールの作成に際して

は、これらの項目を統合してもよいと考えられる。 
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表7.9 統合項目を使った重篤事態の予測におけるGlobal SHAP 上位35項目 

 

7.4.6 採用項目数別の予測性能指標（重篤事態の予測） 

  7.4.1項では131項目のセーフティアセスメント項目から重篤事態を予測するXGBoostを構

築した。さらに、7.4.3項では予測的貢献度を測る指標としてGlobal SHAPを項目ごとに評価

した。これらをふまえて本項では、Global SHAPの値が大きい上位数項目だけを用いて重篤

事態を予測した際に、その予測性能が影響を受けるかを精査した。 
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Global SHAPの値が大きい順に採用した項目数（採用項目数）を変えてXGBoostを学習し,

その際の精度（Accuracy）を評価した（図7.14）。ここで、XGBoostの学習は7.4.1項で述べ

た手順で行った。 

 

 
図7.14 採用項目数を変えた際のAccuracy（精度） 

 

図7.14から、採用項目数を35まで減らしても、Accuracyに大きな差はないことが分かる。

この結果は、131のセーフティアセスメント項目のうち、Global SHAPの大きな上位数項目が

特に予測に貢献していることを示唆する。Accuracy以外の予測性能の評価指標については表

7.10に示す。採用項目数を5まで減らすと、RecallとSpecificityのバランスが崩れ、重篤事

態の回答データに過学習してしまっていることが見て取れる。 

 

表7.10 採用項目数を変えた際の予測性能指標 

 
 

第8章のセーフティアセスメントツールの項目選定に際しては、ここでの解析結果を参照

する。 

7.4.7   除外項目の検討 

 有識者より、「項目番号43、68、98は類似の質問内容であり、かつそれらに該当した場合

は重篤事態に該当する可能性が非常に高い。このことから、それらの項目はセーフティアセ
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スメント項目から除外できるのでは。」という指摘があった。そこで、本項では、項目番号

43、68、98を除いて機械学習モデルを構築した場合に、その予測精度に影響があるかを精査

した。これらの項目を除外した場合とそうでない場合の予測性能指標を表7.11に示す。どち

らの場合も、Accuracy、Recall、Specificityが概ね0.6〜0.7の値をとっていることから、

項目除外による影響は小さいと言える。 

 

表7.11 類似項目を除外した場合の重篤事態の予測性能比較 
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第8章 セーフティアセスメントツールの構成 

【第8章の概要】 

本事業では、データから得られた各アセスメント項目の信頼性及び妥当性の検証結果をも

とに、項目を選定し、アセスメントツールを構成する。本章では、第7章までに得られた解

析結果を踏まえ、セーフティアセスメントツールの構成プロセスを述べる。 

 

8.1 目的  

 第7章までの分析で、アセスメント項目の信頼性（評定者間一致性）・予測的妥当性が検

証された。本章では、アセスメントツール構成に向けて、有用な情報が最大限取りこぼされ

ることなく、かつ最小限の項目数となるようアセスメント項目を選定する。 

 

8.1.1 セーフティアセスメントツールの対象と活用場面 

本ツールが対象とするリスクは、初動対応段階における死亡リスク、及び致死的行為の並

存リスクである。ツールによって判断されるのは、一時保護の要否、あるいは市区町村から

児童相談所への通告/送致の要否であり、重篤事態の見落とし防止・検知力の向上を目指

す。したがって、その活用場面は「通告から一時保護(または児相への通告/送致)の要否判

断を経た援助方針会議まで」、および「在宅支援継続中に現状方針を見直し、一時保護の要

否を再検討する場面」となる。 

 

本セーフティアセスメントツールが想定する活用場面・ターゲット 

 

誰が：児童相談所職員と市区町村職員 

いつ：通告〜援助方針会議まで 

またはリミットアセスメント※を経て、一時保護の要否を再検討する場面 

何を：重篤な項目に該当があるかどうか確認する 

何のために：一時保護(児相)、または通告/送致(市区町村)の要否判断 

 

（※リミットアセスメントとは：現在の支援方針を見直すための基準・条件を設定し、それ

を満たしているかを判断するためのアセスメント。在宅支援継続中に子どもの安全が確認で

きなくなるなど、現状の支援方針を見直す必要があると判断された場合、再度セーフティア

セスメントを行い、児童相談所による一時保護、または市区町村による児童相談所への通告

/送致の要否判断を行う。） 

8.1.2 セーフティアセスメントツールの形式 

全てのアセスメント項目に該当・非該当を入力するのが理想的だが、調査を経ていない段

階では、該当するかどうか判断できない項目も多い。そのため、調査を進めていきながら、

新しい情報が判明次第、つどアセスメントツールへ入力していく形が望ましい。特に、web
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